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褒
姐
は
'
童
妾
の
女
に
し
て
'
周
幽
王
の
后
な
り
。
初
め
へ
夏
の
哀
ふ
る
や
'
褒
人
の
神
　
化
し
て
二
竜
と
為
り
'
王
庭
に
同
り
て
言

③

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

わ

　

　

　

　

　

お

さ

め

お

ひ
て
日
く
'
余
は
褒
の
二
君
な
り
と
。
夏
后
　
之
を
殺
す
と
去
る
と
を
卜
す
る
に
へ
ま
な
る
美
し
.
其
の
産
を
請
ひ
て
之
を
蔵
く
こ
と
を

⑳

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑤

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑥

-
す
る
に
'
吉
な
り
。
及
ち
幣
を
布
く
。
竜
　
忽
ち
見
え
ず
'
而
し
て
欝
を
構
中
に
蔵
く
。
及
ち
之
を
郊
に
置
く
。
周
に
至
る
ま
で
之
を

ひ
ら

敢
て
発
く
こ
と
美
し
。
周
の
屑
王
の
末
に
及
び
て
'
発
き
て
之
を
観
る
。
資
　
庭
に
流
れ
て
除
-
べ
か
ら
ず
。
王
　
婦
人
を
し
て
裸
に
し

き

わ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

ろ

い

も

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

㊦

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑧

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑨

て
之
に
謀
が
便
む
る
に
'
化
し
て
玄
坑
と
為
り
て
後
宮
に
入
免
官
の
童
妾
未
だ
穀
せ
ず
し
て
之
に
遭
ひ
て
既
に
算
し
て
苧
み
'
宜
王
の

⑳

　

　

　

　

　

　

　

　

⑳

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

み

え

ぴ

ら

時
に
当
た
り
て
産
む
。
夫
無
く
し
て
乳
す
る
な
れ
ば
'
憐
れ
て
之
を
棄
つ
。
是
よ
り
先
へ
童
謡
有
り
て
日
ふ
う
嘆
孤
箕
服
　
寛
に
周
国
を

⑳

亡
ぼ
さ
ん
と
。
宝
玉
　
之
を
聞
く
。
後
へ
人
　
夫
妻
に
し
て
療
孤
箕
服
の
器
を
売
る
老
有
り
。
王
　
執
へ
て
之
を
致
せ
使
め
ん
と
す
。
夫

妻
夜
逃
れ
る
に
,
童
妾
の
女
の
棄
に
遭
ひ
て
夜
号
す
る
を
開
く
。
哀
み
て
之
を
取
」
遂
に
嚢
に
窟
る
。
長
じ
て
美
好
な
。
。
褒
人
的

あ
ほ
.
=
　
　
　
　
　
　
　
　
　
喰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
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-
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⑳

獄
有
り
.
之
を
献
じ
て
以
て
購
ふ
。
幽
壬
　
受
け
て
之
を
嬰
L
へ
遂
に
褒
絢
を
釈
す
。
故
に
号
し
て
褒
旭
と
日
ふ
。
既
に
し
て
子
　
伯
服

⑱

を
生
む
。
幽
王
乃
ち
后
申
侯
の
女
を
廃
し
て
'
褒
姐
を
立
て
て
后
と
為
す
。
太
子
宜
白
を
廃
し
て
'
伯
服
を
立
て
て
太
子
と
為
す
。
幽
王

う

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ほ

し

い

ま

ま

褒
姐
に
惑
ひ
て
'
出
入
す
る
に
之
と
同
乗
す
。
国
事
を
粗
へ
ず
、
駆
馳
・
4
3
猟
　
時
せ
ず
へ
以
て
褒
旭
の
意
に
適
ふ
.
飲
食
流
滴
に
.
し
て

つ
㊥

侶
優
前
に
在
り
'
夜
を
以
て
昼
に
統
ぐ
。
褒
姐
　
笑
は
ず
。
幽
王
乃
ち
其
の
笑
は
ん
こ
と
を
欲
し
て
万
端
す
れ
ど
も
、
故
よ
り
笑
は
ず
。
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幽
王
　
埴
爆
・
大
鼓
を
為
り
'
冠
至
る
有
る
と
き
則
ち
挙
ぐ
。
諸
侯
悉
-
至
れ
ど
も
冠
無
し
.
褒
似
乃
ち
大
い
に
笑
ふ
。
幽
王
　
之
を
悦

し

ば

し

ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

@

ば
し
め
ん
と
欲
し
て
'
数
　
為
め
に
燐
火
を
挙
ぐ
。
其
の
後
信
あ
ら
ず
'
諸
侯
至
ら
ず
。
忠
諌
す
る
者
は
諌
せ
ら
れ
'
唯
　
褒
姐
の
一
言
に

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

走
れ
従
ふ
。
上
下
相
ひ
訣
ひ
'
百
姓
蔀
き
離
る
。
申
侯
乃
ち
紛
・
西
夷
・
犬
戎
と
共
に
幽
王
を
攻
む
。
幽
王
　
焼
健
を
挙
げ
て
兵
を
徹
す

た

か

ら

　

　

　

　

　

　

⑳

も
至
る
も
の
美
し
。
遂
に
幽
王
を
鷹
山
の
下
に
殺
し
へ
　
褒
姐
を
虜
に
し
て
'
周
の
路
を
尽
く
取
り
て
去
る
0
是
に
於
い
て
諸
侯
乃
ち
申
侯

つ

　

　

　

　

も

-

I

Z

に
即
き
て
共
に
故
太
子
宜
臼
を
立
つ
。
是
を
平
王
と
為
す
。
是
よ
り
の
後
へ
周
　
諸
侯
と
異
な
る
無
し
。
詩
に
日
-
'
赫
赫
た
る
宗
周
へ

㊨

褒
姐
　
之
を
滅
ぼ
す
と
。
此
の
謂
な
-
。

ォ
H
H

項
に
日
-
'
褒
神
　
竜
に
変
じ
へ
　
寛
に
褒
旭
を
生
む
.
興
こ
り
て
幽
王
に
配
ひ
'
后
太
子
を
廃
す
。
櫨
を
挙
げ
て
兵
を
致
す
に
'
冠
の

至
ら
ざ
る
を
笑
ふ
。
申
侯
　
周
を
伐
ち
て
'
果
た
し
て
其
の
把
を
滅
す
。

〔注〕

①
『
史
記
』
周
本
紀
の
　
「
索
隠
」
　
に
よ
れ
ば
'
「
褒
'
国
名
へ
夏
同
姓
へ
姓
姐
氏
'
礼
へ
婦
人
称
国
及
姓
へ
其
女
是
竜
喪
妖
子
へ
為
人
所
収
へ
褒
人
納
之
干

王
へ
故
日
褒
触
'
」
と
あ
る
。

②
『
国
語
』
鄭
語
の
葦
昭
注
に
よ
れ
ば
「
褒
人
'
褒
君
」
と
あ
る
。
こ
れ
以
下
の
話
は
『
園
語
』
鄭
語
や
『
史
記
』
周
本
紀
に
見
え
る
。
『
国
語
』
で
は
'
史

伯
が
宜
王
の
弟
桓
公
に
'
「
訓
語
に
之
れ
有
り
'
」
と
し
て
語
っ
た
話
と
し
へ
『
史
記
』
で
は
'
周
太
史
伯
陽
が
「
史
記
を
読
み
て
日
く
'
」
と
す
る
。

③
『
闘
語
』
は
「
夏
后
氏
卜
殺
之
与
去
之
与
止
之
」
に
作
り
へ
『
史
記
』
は
「
夏
帝
卜
」
以
下
『
閲
語
』
に
同
じ
で
あ
る
。
梁
注
は
　
『
漢
書
』
五
行
志
下
之

上
に
も
'
「
瀞
之
去
之
止
之
」
と
あ
る
の
に
よ
り
へ
　
こ
こ
に
は
脱
文
が
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
典
拠
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
当
然
の
見
解
で
は
あ
る
が
'

『
列
女
俸
』
そ
の
も
の
に
脱
文
あ
り
と
断
ず
る
根
拠
と
は
な
し
難
い
。
む
し
ろ
著
者
自
身
の
判
断
で
削
除
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
、
な
お

『
漢
書
』
に
は
へ
こ
の
謡
の
後
に
『
列
女
停
』
と
同
じ
詩
を
引
用
し
た
後
へ
「
劉
向
以
為
へ
　
夏
后
季
世
へ
　
周
之
幽
贋
へ
皆
辞
乱
逆
天
'
故
有
竜
薗
之
怪
へ

近
竜
蛇
撃
也
へ
衆
血
也
t
 
l
日
抹
也
'
脆
弧
桑
弓
也
'
美
服
'
蓋
以
薬
草
為
箭
服
へ
近
射
妖
也
'
女
童
謡
者
へ
　
禍
将
生
於
女
へ
　
国
以
兵
窟
亡
也
'
」
と
あ

る
。竜

が
現
わ
れ
た
こ
と
'
こ
れ
を
殺
す
か
去
る
か
を
卜
し
た
と
い
う
こ
と
等
も
含
埼
て
'
竜
が
言
葉
を
は
い
た
と
い
う
話
は
'
た
だ
単
に
作
り
話
と
し
て

軽
視
す
る
に
は
心
残
り
の
す
る
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
。
『
史
記
合
注
考
謹
』
の
様
に
　
「
神
竜
何
以
能
人
言
」
と
処
理
す
る
な
ら
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
'
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何
か
歴
史
的
背
景
を
持
っ
た
事
実
が
へ
こ
の
様
な
説
話
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
'
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
つ
き
と

め
る
資
料
も
充
分
で
は
な
い
し
,
こ
の
様
な
説
話
の
処
置
に
つ
い
て
は
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
安
易
な
指
摘
は
さ
け
る
べ
き
で
あ
る
が
'
竜
の
出

現
と
后
夏
の
こ
れ
に
対
す
る
対
応
の
1
事
に
つ
い
て
は
へ
私
な
り
に
想
像
を
巡
ら
し
て
み
た
い
.
夏
の
孔
甲
の
時
へ
天
が
二
竜
を
降
し
'
劉
累
(
御
龍
氏
)

と
い
う
者
に
養
わ
せ
た
が
,
後
に
雌
竜
が
死
ん
だ
の
を
夏
后
に
食
は
せ
た
と
こ
ろ
へ
ま
た
食
べ
た
い
と
云
っ
た
の
で
'
劉
累
は
恐
れ
て
魯
に
遷
去
し
た
と

い
う
話
が
,
『
左
俸
』
昭
公
二
十
九
年
や
『
史
記
』
夏
本
紀
に
見
え
て
い
る
。
即
ち
『
左
俸
』
に
は
'
菓
基
の
語
っ
た
謡
と
し
て
'
「
及
有
夏
'
孔
甲
擾
干

有
帝
,
帝
賜
之
乗
竜
,
河
漠
各
二
へ
各
有
雌
雄
へ
孔
甲
不
能
食
而
未
獲
余
韻
氏
へ
有
陶
唐
氏
既
衰
'
其
後
看
劉
累
'
学
擾
竜
干
蒙
龍
氏
へ
以
事
孔
甲
'
能

飲
食
之
,
夏
后
嘉
之
,
賜
氏
日
御
龍
,
以
更
璽
卑
之
後
へ
竜
l
雌
死
へ
滑
髄
以
食
夏
后
へ
夏
后
饗
之
へ
既
両
便
求
之
へ
憾
而
道
子
魯
県
へ
花
氏
其
後
也
へ
」

と
あ
る
。
こ
れ
自
体
が
超
現
実
的
な
話
で
、
こ
の
資
料
1
つ
で
『
国
語
』
の
龍
の
説
話
が
意
味
す
る
歴
史
的
事
実
を
つ
き
と
め
た
こ
と
に
は
な
り
か
ね
る

が
,
こ
の
説
話
が
孔
甲
の
時
代
の
な
ん
ら
か
の
歴
史
的
事
実
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
説
話
で
あ
る
こ
と
は
想
像
さ
れ
て
良
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に
孔

甲
の
時
代
に
お
け
る
政
治
の
混
乱
と
王
朝
の
衰
微
を
語
る
こ
の
竜
の
説
話
に
'
他
の
要
素
が
加
え
ら
れ
て
'
褒
姐
の
説
話
の
前
半
が
形
造
ら
れ
た
と
仮
定

し
て
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
へ
『
史
記
』
封
辞
書
に
'
「
至
帝
孔
甲
へ
控
徳
好
神
へ
神
酒
へ
二
竜
去
之
'
」
と
あ
り
へ
如
淳
は
「
璽
g
l
l

竜
溌
干
夏
庭
是
也
」
と
云
っ
て
'
『
国
語
』
鄭
語
の
説
話
と
『
左
侍
』
の
こ
の
説
話
と
の
関
連
性
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
へ
褒
敗
の
説
話
に
お

け
る
,
竜
が
夏
の
王
庭
に
出
現
し
た
と
い
う
話
は
'
同
様
に
夏
王
朝
の
衰
退
を
暗
示
し
た
夏
の
孔
甲
の
時
の
竜
の
説
話
を
淵
源
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
恐
ら
く
夏
后
と
は
孔
甲
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
-
と
し
て
'
褒
姐
の
説
話
に
持
ち
込
ま
れ
た
こ
の
竜

の
話
に
は
他
の
様
々
な
モ
チ
ー
フ
が
混
入
さ
れ
へ
褒
姐
出
生
の
妖
異
を
語
る
役
目
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
へ
例
え
ば
竜
が
褒
人
の
神
で
あ
る
と
か
へ
竜

が
語
っ
た
と
か
い
う
様
な
設
定
は
,
褒
姐
説
話
独
自
の
q
J
チ
ー
フ
で
あ
っ
て
'
こ
れ
ら
が
孔
甲
の
時
代
の
な
ん
ら
か
の
歴
史
的
事
実
と
係
わ
り
を
持
つ
と

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
.
次
に
褒
姐
説
話
に
お
け
る
様
々
の
設
定
が
物
語
全
体
と
ど
う
関
連
す
る
も
の
か
考
え
て
み
る
。
先
ず
へ
夏
后
時
代

の
不
思
議
な
竜
出
現
に
続
い
て
,
後
に
出
て
く
る
竜
の
祭
や
'
こ
れ
が
婦
女
に
接
し
て
厩
と
な
り
へ
後
宮
の
童
女
に
卒
ま
せ
る
と
い
う
様
な
褒
似
出
生
に

ま
つ
わ
る
異
様
な
設
定
は
,
即
ち
褒
姐
自
身
が
持
つ
異
様
な
性
格
と
悲
劇
的
な
宿
命
と
を
語
る
伏
線
な
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
へ
こ
う
い
う
異
常
な
生
ま
れ

方
を
し
た
子
が
,
捨
て
ら
れ
拾
わ
れ
て
人
手
に
移
り
へ
ま
た
国
の
都
合
で
人
身
御
供
と
し
て
愚
王
に
供
与
さ
れ
る
と
い
う
様
な
へ
披
潤
に
富
ん
だ
成
長
を

す
る
と
い
う
前
半
生
の
設
定
は
,
特
別
に
演
出
さ
れ
た
異
常
な
場
面
に
臨
ま
な
け
れ
ば
'
笑
う
こ
と
も
喜
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
褒
姐
の
悲
劇
的
な
性
格
が

形
成
さ
れ
る
過
程
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
へ
竜
出
現
以
下
の
様
々
の
奇
怪
な
場
面
の
設
定
は
'
す
べ
て
褒
姐
の
異
常
な
出
生
と
そ
の
性
格
の

形
成
過
程
を
説
明
す
る
た
め
の
も
の
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
前
世
の
妖
異
な
る
影
響
力
に
依
っ
て
出
生
L
へ
人
間
的
な
愛
情
か
ら
疎
外
さ
れ
た
環
境
の

中
で
成
長
し
た
,
こ
の
褒
姐
の
様
な
女
性
の
持
つ
複
雑
な
性
格
や
妖
し
-
燃
え
拡
が
る
冷
酷
な
情
炎
を
'
幽
壬
の
如
き
凡
庸
な
君
主
の
男
性
エ
ネ
ル
ギ
ー
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が
'
や
わ
ら
げ
た
り
阻
止
し
た
り
で
き
る
わ
け
は
な
い
。
幽
王
の
地
位
と
弱
い
意
志
と
せ
と
り
込
ん
だ
褒
姐
の
激
し
い
悪
魔
的
な
情
炎
は
'
自
ら
と
国
を

焼
き
尽
-
き
な
け
れ
ば
お
さ
ま
ら
な
い
。
こ
の
物
語
で
は
'
女
性
主
人
公
の
悪
は
彼
女
の
意
志
を
越
え
た
様
々
な
力
に
依
っ
て
形
成
・
拡
大
さ
れ
る
。

又
へ
女
性
主
人
公
の
出
生
と
成
長
環
境
が
語
ら
れ
る
の
は
'
他
の
伝
と
は
異
な
る
特
色
で
あ
る
。
劉
向
の
意
図
が
い
ず
こ
に
在
る
か
軽
々
し
く
断
定
は
で

き
な
い
が
'
読
者
に
は
'
幽
王
の
男
性
・
帝
王
と
し
て
の
愚
凡
さ
弱
さ
が
印
象
的
に
伝
わ
っ
て
く
る
o
従
っ
て
へ
褒
奴
の
魔
性
の
現
実
的
芽
生
え
と
拡
大

を
煽
る
役
割
し
か
で
き
な
い
幽
王
の
姿
が
明
確
に
浮
か
び
あ
が
る
に
対
し
て
'
哀
れ
な
生
れ
と
育
ち
の
褒
敗
は
'
む
し
ろ
悲
劇
の
主
人
公
と
い
う
印
象
が

強
-
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
-
劉
向
は
'
こ
こ
で
も
女
性
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
止
埼
る
男
性
の
力
と
自
覚
に
深
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
な
べ
て
撃
嬰
侍
で
は
'
帝
王
権
力
を
侵
害
・
破
滅
せ
し
埼
る
女
性
の
悪
を
主
題
と
し
な
が
ら
へ
最
終
的
に
は
'
こ
れ
を
受
け
止
め
る
男
性
・
帝
王
に

重
大
な
責
任
が
在
る
こ
と
を
暗
に
説
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。
政
治
権
力
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
帝
王
が
へ
そ
の
責
任
と
自
覚
の
薄
弱
な

ま
ま
に
強
烈
な
女
性
を
受
け
容
れ
る
と
'
権
力
の
舞
台
で
異
常
に
奔
放
に
増
勢
す
る
女
性
h
ネ
ル
ギ
-
は
'
想
像
を
絶
し
た
様
々
の
悪
を
生
み
育
く
ん
で
'

終
に
は
男
性
を
食
い
尽
-
し
権
力
の
世
界
を
廃
櫨
に
し
て
し
て
う
O
『
漢
書
』
の
劉
向
の
伝
に
も
'
「
通
衛
之
属
起
徴
機
へ
　
臓
礼
制
へ
」
と
あ
る
如
く
へ
劉

向
の
憂
慮
す
る
と
こ
ろ
の
1
つ
は
'
帝
王
の
権
力
に
よ
っ
て
調
和
・
安
定
す
る
べ
き
政
治
の
世
界
の
機
構
が
'
女
性
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
蔓
延
に
よ
っ
て
侵
蝕

さ
れ
る
姿
で
あ
っ
た
。
朝
廷
を
衰
退
に
導
-
危
険
性
の
あ
る
様
々
な
事
件
や
政
争
の
原
田
の
7
つ
に
'
女
性
エ
ネ
ル
ギ
ー
伸
長
の
延
長
線
上
に
あ
る
外
戚

の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
'
ひ
と
り
こ
の
時
代
の
み
な
ら
ず
へ
貌
こ
そ
様
々
で
も
'
歴
代
王
朝
が
等
し
く
抱
え
た
問
題
で
あ
っ
た
。
劉
向
は
儒
教
に
よ
る
劉

氏
政
権
の
安
定
を
求
冷
た
の
で
あ
る
か
ら
'
儒
教
に
よ
る
婦
道
の
確
立
と
い
う
こ
と
が
『
列
女
博
』
述
作
の
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
.

「
母
儀
」
よ
り
「
塀
通
」
ま
で
の
各
停
は
'
そ
の
婦
道
を
個
別
的
に
ま
と
め
て
積
極
的
に
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
撃
嬰
」
で
は
'
理
想

的
な
婦
道
の
逆
の
面
を
と
ら
え
て
い
る
。
前
の
各
停
が
女
性
に
対
す
る
教
化
の
意
図
を
多
分
に
含
む
に
対
し
て
'
後
者
で
は
'
男
性
に
よ
っ
て
推
進
せ
し

め
ら
れ
る
権
力
の
世
界
で
は
う
と
も
す
れ
ば
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
女
性
ユ
ネ
ル
ギ
I
の
脅
威
に
焦
点
を
絞
り
へ
女
性
に
対
し
て
よ
り
も
'
む
し
ろ
積
極
的

に
男
性
・
帝
王
に
対
し
て
警
告
・
訓
戒
を
発
し
て
い
る
。
時
の
帝
王
へ
の
警
告
こ
そ
が
こ
の
「
撃
嬰
俸
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

中
で
も
こ
の
褒
姐
伝
で
は
'
伝
説
的
な
要
素
を
加
味
し
っ
つ
'
幽
王
の
帝
王
と
し
て
の
無
能
ぶ
り
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
'
時
の
帝
王
へ
の
警
告
の
意
図

が
'
間
接
的
な
形
式
を
と
っ
て
は
い
る
が
'
明
瞭
に
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
O

な
お
へ
出
石
誠
彦
氏
『
支
那
神
話
伝
説
の
研
究
』
や
御
手
洗
勝
先
生
「
解
成
伝
説
の
整
理
」
な
ど
に
'
褒
敗
伝
説
や
夏
后
氏
竜
の
伝
説
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。

④
喪
に
つ
い
て
へ
『
図
語
』
毒
性
は
「
竜
所
吐
決
へ
竜
之
精
気
也
」
と
し
て
③
に
見
え
る
如
く
劉
向
は
「
溌
血
也
'
l
自
決
也
」
と
す
る
。
『
漢
書
』
注
に
は
'

「
鷹
効
目
へ
蕉
抹
也
、
鄭
氏
日
へ
東
音
牛
齢
之
齢
へ
」
と
あ
る
o
穀
が
不
吉
な
ら
'
「
血
」
と
解
す
る
の
は
妥
当
と
は
云
え
ま
い
。
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『
国
語
』
は
「
ト
諸
共
喪
而
蔵
之
書
」
に
作
り
,
「
而
」
の
位
置
が
異
な
る
。
『
史
記
』
も
「
-
諸
共
溌
而
蔵
之
'
乃
至
に
作
る
。
『
漢
書
』
は
『
史

記
』
に
同
じ
で
あ
る
。
『
列
女
侍
』
が
誤
倒
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
而
」
は
「
乃
」
と
同
じ
は
た
ら
き
も
す
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
'

あ
る
い
は
脱
落
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
(
原
文
は
「
卜
諸
共
溌
蔵
之
而
曽
」
に
作
る
)

⑤
原
文
は
「
乃
布
幣
蔦
」
で
あ
る
が
,
『
国
語
』
に
は
,
「
乃
布
幣
蔦
而
策
告
之
」
と
あ
り
,
葦
注
は
「
布
陳
也
へ
幣
玉
岳
也
へ
陳
其
玉
重
以
簡
策
之
董
口

竜
而
諦
其
溌
」
と
い
う
。
『
史
記
』
は
「
於
是
布
幣
而
策
告
之
」
に
作
る
。
『
漢
書
』
は
「
於
是
布
幣
へ
策
告
之
、
」
に
作
り
へ
師
古
住
に
「
負
幣
為
礼
、

読
策
辞
而
告
之
へ
説
老
以
為
策
老
精
米
へ
蓋
失
之
臭
へ
」
と
あ
る
。
叙
述
上
か
ら
も
'
「
策
告
之
」
が
な
い
の
は
穏
当
で
は
な
い
。

⑥
原
文
は
「
竜
忽
不
見
而
蔵
費
慎
中
乃
直
之
郊
」
と
な
っ
て
い
る
が
,
『
翌
的
』
で
は
「
竜
亡
而
衆
在
へ
構
而
蔵
之
へ
伝
郊
之
へ
」
に
作
り
へ
『
史
記
』
は
「
蔵
」

を
「
去
」
に
作
り
,
「
伝
郊
之
」
の
l
句
が
な
い
.
『
漢
書
』
は
「
竜
亡
両
虎
在
へ
乃
匝
去
之
」
に
作
る
。
各
々
の
叙
述
の
し
か
た
が
少
し
ず
つ
異
な
っ
て

い
る
o
毒
性
に
は
「
憤
梧
也
,
伝
祭
於
郊
」
と
あ
り
,
師
古
注
は
「
匝
置
也
へ
去
醇
也
」
と
い
う
。
『
列
女
俸
』
の
表
現
の
方
が
明
確
で
あ
る
。

⑦
原
文
は
「
王
使
婦
人
,
裸
而
謹
之
,
化
為
玄
航
」
と
な
っ
て
い
る
が
,
『
空
間
』
は
'
「
王
使
婦
人
へ
不
障
而
諜
之
へ
化
玄
感
へ
」
に
作
り
へ
葦
注
に
「
裳

正
幅
自
陣
,
諒
誰
呼
也
,
」
と
あ
る
.
董
増
齢
『
璽
毘
義
』
は
,
「
樟
指
衣
言
,
非
指
裳
言
」
と
す
る
。
『
史
記
』
に
は
「
屑
壬
使
婦
人
へ
裸
而
諌
之
へ

葎
化
為
玄
意
」
と
あ
る
。
『
漢
書
』
五
行
志
下
之
上
は
'
「
裸
」
を
「
蘇
」
に
作
る
。
な
お
へ
こ
こ
の
王
注
に
は
「
裸
・
去
裳
」
と
い
う
O

「
謹
」
に
つ
い
て
へ
『
史
記
』
集
解
は
葦
注
を
あ
げ
て
更
に
へ
「
唐
回
目
へ
畢
呼
日
課
」
と
い
う
。

「
航
」
に
つ
い
て
,
『
閲
語
』
以
下
み
な
「
雇
」
に
作
る
。
『
望
巴
葦
注
は
「
雇
,
或
為
転
へ
転
へ
断
腸
也
へ
象
竜
へ
」
と
あ
る
が
'
『
漢
書
』
注
引
で

は
葦
注
を
「
玄
,
窯
,
雇
,
折
遺
也
,
」
と
し
師
古
は
「
惑
,
似
態
而
大
,
非
蛇
及
聾
場
」
と
云
っ
て
い
る
。
し
か
し
『
史
記
』
索
隠
に
も
「
亦
作
転
へ

玄
輿
折
遺
」
と
云
う
よ
う
に
,
折
歳
と
解
し
て
良
か
ろ
う
。
た
だ
こ
れ
が
い
も
り
へ
と
か
げ
ヘ
ヤ
も
り
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
決
め
難
い
が
へ
『
説
文
』
航

字
に
,
「
栄
転
・
宅
医
以
注
鳴
者
」
と
あ
り
,
段
注
は
,
「
史
記
竜
教
化
為
玄
頃
以
大
王
後
宮
'
是
也
。
方
言
日
へ
其
在
沢
中
老
へ
謂
之
易
喝
南
楚
謂

之
蛇
医
云
々
,
」
と
あ
る
か
ら
,
い
も
り
　
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
こ
れ
ら
は
地
方
・
時
代
に
よ
っ
て
様
々
に
称
ば
れ
た
の
が
実
状
で
あ
っ

て
,
文
字
だ
け
を
と
ら
え
て
厳
密
な
区
別
を
つ
け
て
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
『
本
草
』
守
宮
に
は
「
輔
場
亦
名
守
宮
殊
難
分
別
」
と
あ
り
へ
『
博

物
志
』
巻
二
に
は
,
「
抑
揚
或
名
姫
輿
以
器
義
之
,
食
以
来
砂
,
播
尽
赤
,
所
食
満
七
斤
へ
治
橋
万
杵
へ
点
女
人
支
体
へ
終
年
不
滅
へ
惟
房
事
則
減
へ

故
号
守
宮
,
」
と
い
う
O
『
漢
書
』
東
方
朔
伝
に
,
「
置
守
宮
題
下
,
射
之
,
皆
不
能
中
へ
・
-
‥
是
非
守
宮
即
断
暢
」
と
あ
り
へ
師
古
住
に
'
「
守
宮
、
島
名

也
,
術
家
云
,
以
器
義
之
-
・
・
・
以
点
女
人
体
,
終
身
不
滅
r
若
有
房
室
之
事
,
則
滅
奥
へ
言
可
以
防
閑
淫
逸
'
故
謂
之
守
宮
也
」
と
云
い
う
又
『
爾
雅
』

の
「
蝶
蛎
・
輔
暢
・
姫
艇
・
守
宮
,
是
則
遠
耳
,
」
を
引
い
て
い
る
。
『
博
物
志
』
や
師
古
住
に
指
摘
す
る
様
な
漢
代
の
俗
信
と
'
『
列
女
博
』
の
こ
の
脱

が
'
竜
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
へ
竜
と
水
と
の
関
連
か
ら
'
い
も
り
を
連
想
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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流
れ
出
た
竜
東
と
こ
れ
に
た
わ
む
れ
る
裸
女
へ
さ
ら
に
は
こ
の
祭
が
玄
甑
に
変
ず
る
と
い
う
設
定
と
'
下
文
の
宮
中
の
童
女
に
率
ま
せ
る
と
い
う
場
面

の
設
定
と
は
'
褒
姐
生
誕
に
ふ
さ
わ
し
い
'
幻
想
的
で
異
様
な
津
磨
き
が
漂
う
一
節
で
あ
る
.
な
お
こ
れ
が
腐
王
の
時
代
に
あ
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
へ
『
史
記
』
周
本
紀
に
'
「
王
行
暴
虐
移
願
へ
国
人
讃
王
」
(
『
図
譜
』
用
語
上
に
'
「
腐
王
虐
'
国
人
誘
王
」
)
と
い
う
伝
承
が
あ
る
う
え
へ
魯
詩
説
に
は

更
に
へ
次
の
様
な
伝
承
が
あ
っ
た
。
即
ち
へ
『
漢
書
』
谷
永
停
(
列
俸
五
十
五
)
に
'
「
昔
褒
触
用
国
へ
宗
周
以
東
'
閣
妻
喝
属
へ
　
目
以
不
滅
」
と
あ
り
'

師
古
住
に
'
「
魯
詩
小
雅
十
月
之
交
篇
日
へ
此
日
而
食
へ
　
干
何
不
滅
へ
又
日
へ
闇
妻
扇
方
虞
へ
　
言
屑
王
無
道
へ
　
内
寵
俄
盛
へ
　
政
化
失
理
云
々
」
と
い
う
0

「
十
月
之
交
」
篇
を
『
毛
詩
』
は
幽
王
を
剃
る
詩
と
し
て
い
る
が
'
鄭
筆
は
「
贋
王
控
於
色
云
々
」
と
し
へ
魯
詩
説
に
従
っ
て
贋
王
を
剃
っ
た
詩
と
考
え

て
い
る
。
な
お
へ
『
御
覧
』
巻
八
十
五
引
『
帝
王
世
紀
』
に
は
'
「
腐
王
荒
沈
於
酒
へ
淫
干
婦
人
」
と
見
え
て
い
る
。

㊥
原
文
は
「
未
穀
而
遭
之
」
と
な
っ
て
い
る
が
'
『
図
譜
』
で
は
'
「
未
既
批
而
遭
之
」
と
な
っ
て
お
り
へ
　
『
史
記
』
で
は
「
既
駄
而
遭
乏
し
と
な
っ
て
い
る
。

毒
注
に
は
'
「
穀
歯
日
配
へ
-
女
七
才
而
穀
歯
」
と
あ
る
。
『
国
語
』
の
記
載
に
従
う
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
『
史
記
』
に
も
本
来
「
末
」

字
が
有
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
た
か
ろ
う
か
。
『
史
記
合
注
考
謹
』
は
'
「
未
」
の
存
す
る
写
本
が
有
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
.
『
列
女
侍
』
の
こ
1
は

「
未
穀
」
と
し
て
い
る
が
'
梁
注
の
指
摘
す
る
様
に
へ
「
未
穀
歯
」
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
韓
詩
外
俸
』
巻
一
に
'
「
女
七
月
生
歯
へ
七
歳
而
配
へ
十
四
而
精
化
小
通
へ
」
と
あ
る
.
『
大
戴
薩
』
本
命
籍
に
'
「
女
七
月
生
歯
へ
七
歳
両
翼
　
二
七

十
四
へ
然
後
其
化
成
へ
」
と
あ
る
。
『
白
虎
通
』
巻
九
線
繁
忙
へ
「
女
七
歳
穀
歯
へ
-
・
‥
陰
数
偶
再
へ
成
十
四
へ
　
四
加
1
為
五
'
故
十
五
許
嫁
也
へ
」
と
い
う
。

な
お
へ
『
説
苑
』
排
物
に
も
'
「
女
七
月
両
生
歯
へ
七
歳
而
穀
歯
へ
　
二
七
十
四
両
精
化
小
通
へ
」
と
あ
る
。

㊥
『
国
語
』
葦
注
に
'
「
女
十
五
両
芹
へ
」
と
あ
る
。
『
鰻
記
』
内
則
に
'
「
女
千
-
=
十
有
五
年
而
昇
へ
　
二
十
而
嫁
へ
」
と
い
う
.

⑲
『
史
記
合
往
考
謹
』
に
よ
れ
ば
'
「
陳
仁
錫
日
'
幽
王
三
年
へ
要
褒
姐
へ
若
以
其
年
為
二
十
歳
へ
　
則
褒
触
生
へ
在
宣
王
三
十
年
也
へ
自
宜
王
三
十
年
上
距

贋
王
未
年
へ
凡
四
十
六
年
へ
時
童
妾
方
七
歳
而
配
へ
後
共
和
時
及
算
而
卒
へ
争
後
尚
四
十
余
年
へ
　
乃
生
褒
姐
へ
　
其
妖
異
へ
　
或
未
可
尽
信
へ
」
と
あ
る
が
'

む
し
ろ
こ
の
妖
異
さ
こ
そ
が
褒
姐
説
話
の
ね
ら
い
で
あ
る
こ
と
に
目
を
止
拘
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

㊥
原
文
は
'
「
無
夫
而
乳
」
と
あ
る
が
'
『
国
語
』
は
'
「
不
夫
而
育
」
へ
『
史
記
』
は
'
「
無
夫
両
生
子
」
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
『
図
語
』
で
は
こ
の
あ
た

り
の
叙
述
が
多
少
異
な
り
へ
次
の
童
謡
と
棄
子
が
拾
わ
れ
る
話
は
'
夏
末
の
竜
の
話
の
前
に
置
か
れ
'
「
府
之
小
妾
へ
生
女
而
非
王
子
也
'
健
而
棄
之
へ
」

の
一
文
が
見
え
る
。
『
列
女
俸
』
は
『
国
語
』
の
叙
述
を
組
み
変
え
た
『
史
記
』
の
記
載
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
O

⑳
『
史
記
』
で
は
'
「
宜
王
之
時
へ
童
女
謡
日
へ
歴
弧
箕
服
'
実
亡
周
国
」
と
あ
る
。
「
童
女
」
と
あ
る
方
が
'
童
妾
と
の
関
連
か
ら
し
て
も
'
褒
姐
説
話
の

道
具
だ
て
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
が
'
『
列
女
停
』
で
は
「
童
謡
」
に
な
っ
て
い
る
。
尚
こ
の
あ
た
り
へ
『
国
語
』
で
は
'
「
且
宣
王
之
時
有
童

謡
へ
日
へ
願
弧
箕
服
へ
実
亡
周
回
へ
」
と
し
て
い
る
。
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毒
性
に
よ
れ
ば
厩
は
山
桑
、
箕
は
木
の
名
へ
服
は
矢
服
で
あ
る
。
『
洪
事
』
五
行
志
下
之
上
で
は
'
「
挺
弧
美
服
」
に
作
と
師
古
住
に
'
「
輿
山
桑

之
有
点
文
老
也
,
木
弓
日
弧
,
服
,
盛
箭
者
,
即
今
之
歩
叉
也
。
真
へ
草
へ
似
荻
而
細
へ
織
之
為
服
也
へ
」
と
云
う
。
董
増
齢
(
『
望
畏
義
』
)
は
'
「
班

氏
所
見
之
国
語
へ
仇
相
鉄
共
へ
而
葦
注
臥
竹
臥
共
へ
則
此
字
訳
干
漢
末
也
」
と
云
う
O

㊥
原
文
は
「
閉
塞
妾
連
発
而
夜
号
,
哀
而
取
之
,
」
と
あ
る
が
'
『
史
記
』
で
は
'
「
於
道
而
見
郷
老
後
宮
童
妾
所
弄
妖
子
'
出
於
路
者
へ
聞
其
夜
噂
へ
哀
而

収
之
,
」
と
す
る
。
発
注
は
「
妾
」
の
下
に
「
之
女
」
の
二
字
が
脱
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
云
う
が
'
も
っ
と
も
で
あ
る
。
な
お
『
空
相
』
に
は
'
「
夫
婦
哀

其
夜
号
也
へ
　
而
取
之
」
と
あ
る
。

⑭
「
褒
人
的
」
は
『
璽
巴
葦
注
は
「
褒
人
褒
君
的
也
」
と
い
う
。
な
お
「
晋
語
」
一
に
は
'
「
周
幽
王
伐
有
褒
'
有
褒
人
以
褒
姐
女
鳶
へ
褒
似
有
寵
生
伯

脂
,
於
是
乎
与
鶴
石
甫
比
,
逐
太
子
宜
谷
,
而
立
伯
服
,
太
子
奔
申
,
中
人
肘
人
召
西
戎
へ
以
伐
周
へ
周
於
是
乎
亡
」
と
あ
る
。
な
お
前
注
①
を
参
照
O

㊥
『
史
記
』
に
は
'
「
弄
女
子
出
於
褒
'
是
為
褒
娘
へ
」
と
あ
る
。

⑲
『
望
巴
晋
語
に
よ
れ
ば
,
太
子
の
廃
立
に
は
我
石
甫
が
あ
ず
か
っ
て
い
る
。
前
任
⑭
参
照
。
ま
た
『
史
記
』
周
本
紀
も
へ
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い

て
,
「
幽
王
以
我
石
父
為
卿
用
事
,
国
人
皆
怨
,
石
父
為
人
俵
巧
善
談
へ
好
利
へ
王
用
之
へ
又
廃
申
后
去
太
子
也
へ
申
侯
窓
へ
与
厨
・
西
夷
・
犬
戎
攻
幽

王
'
」
と
述
べ
る
。

㊥
幽
王
が
褒
姐
に
惑
溺
し
,
飲
酒
歓
楽
す
る
具
体
的
な
様
子
に
つ
い
て
は
へ
『
竪
琴
『
史
記
』
と
も
に
記
さ
な
い
。
こ
れ
は
筆
者
の
創
意
で
あ
ろ
う
か
.

恐
ら
く
,
架
・
紺
の
場
合
,
女
色
に
溺
れ
て
の
国
事
放
郷
と
放
蕩
歓
楽
と
を
亡
国
の
理
由
と
し
て
記
述
し
た
こ
と
の
印
象
が
強
-
残
っ
た
た
め
か
'
又
は

次
の
「
褒
姐
不
笑
」
に
対
す
る
幽
王
の
力
の
尽
く
し
方
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
'
か
え
っ
て
蛇
足
と
な
っ
た
感
も
あ
る
。
ま
た
嘉
へ
筆

者
の
側
に
は
,
女
色
に
溺
れ
た
亡
国
の
王
に
つ
い
て
の
物
語
と
し
て
類
型
化
す
る
意
図
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
が
せ
な
い
。
「
統
」
字
「
四
部
叢
刊
」
本
は

「
継
」
に
作
る
。
な
お
,
「
流
滴
」
k
L
つ
い
て
へ
発
注
は
「
流
l
本
作
沈
」
と
い
う
。

⑱
褒
姐
に
魅
入
ら
れ
た
幽
王
が
'
遂
に
破
滅
す
る
。
褒
姐
を
溺
愛
す
る
幽
王
は
'
な
ん
と
か
彼
女
か
ら
の
愛
の
証
し
を
得
ん
と
専
心
努
力
し
て
'
そ
の
た
め

に
自
己
破
滅
に
至
る
国
権
乱
用
と
引
き
替
え
に
や
っ
と
彼
女
の
笑
み
を
さ
そ
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
『
国
語
』
で
は
'
褒
姐
の
笑
い
を
見
た

い
が
た
め
に
幽
王
が
諸
侯
を
だ
ま
し
た
こ
れ
ら
の
話
は
な
い
。
『
呂
氏
春
秋
』
疑
似
篇
に
は
'
「
周
宅
鄭
鏑
近
戎
人
へ
与
諸
侯
約
へ
為
高
森
蕗
於
王
路
'
置

鼓
其
上
,
遠
近
相
聞
,
即
戎
電
至
,
伝
鼓
相
告
へ
諸
侯
之
兵
皆
至
へ
救
天
子
へ
戎
完
当
至
へ
幽
王
撃
鼓
へ
諸
侯
之
兵
皆
至
へ
褒
姐
大
説
喜
之
へ
幽
王
欲
褒

旭
之
笑
也
,
因
数
撃
鼓
,
諸
侯
之
兵
数
至
而
無
電
'
至
於
後
戎
冠
真
至
へ
幽
王
撃
鼓
へ
諸
侯
兵
不
至
へ
幽
王
之
身
へ
乃
死
於
魂
山
之
下
へ
為
天
下
笑
」
と

あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
褒
姐
は
,
諸
侯
が
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
く
撃
鼓
に
よ
っ
て
諸
侯
が
こ
ぞ
っ
て
走
せ
参
じ
た
の
を
よ
ろ
こ
び
笑
っ

た
こ
と
に
な
る
。
撃
鼓
を
竃
の
合
図
と
思
っ
て
集
ま
っ
た
様
子
を
笑
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
史
記
』
周
本
紀
で
あ
る
。
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「
焼
爆
大
鼓
」
に
つ
い
て
へ
王
注
は
「
燈
'
煙
火
也
へ
夜
日
焼
へ
童
口
癖
へ
皆
置
亭
障
'
候
敵
以
告
警
'
大
鼓
聾
聞
数
百
里
へ
」
と
説
明
す
る
。
欧
楯
芳

『
列
女
俸
校
詮
』
(
『
文
史
哲
畢
報
第
十
八
期
)
は
'
『
後
漢
書
光
武
帝
紀
(
巻
l
下
.
建
武
十
二
年
)
の
「
大
将
軍
杜
茂
屯
北
辺
へ
　
築
亭
侯
へ
　
修
蜂
煙
」

の
李
賢
注
を
引
用
す
る
.
即
ち
「
前
書
音
義
日
'
辺
方
備
警
急
へ
作
高
土
台
へ
台
上
作
桔
寒
へ
桔
皐
頭
上
有
兜
零
へ
以
薪
草
置
其
中
へ
常
低
之
へ
有
憲
へ

即
燃
火
挙
之
以
相
告
へ
-
-
昼
則
熔
健
へ
夜
酒
挙
蜂
云
々
」
と
あ
る
。

⑩
忠
魂
す
る
者
が
訣
せ
ら
れ
'
民
心
離
反
す
る
に
至
る
説
明
は
『
国
語
』
・
『
史
記
』
に
見
え
聖
こ
れ
も
や
は
り
へ
前
の
突
・
附
の
亡
国
物
語
と
同
一
類
型

に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
筆
者
の
意
図
の
う
か
が
え
る
個
所
で
あ
る
。

㊨
『
史
記
』
で
は
'
前
注
⑲
に
示
し
た
よ
う
に
'
申
后
を
廃
し
太
子
を
去
っ
た
こ
と
に
対
し
て
'
申
侯
が
怒
っ
た
と
し
て
い
る
。
『
園
語
』
に
も
'
「
史
伯
日
へ

-
・
・
・
申
紛
西
戎
方
強
'
王
室
方
騒
'
将
以
縦
欲
へ
不
亦
難
乎
'
王
欲
瀞
太
子
へ
以
成
伯
服
へ
必
求
之
串
へ
中
人
弗
昇
へ
必
伐
之
へ
若
伐
申
而
給
与
西
戎
会

与
伐
周
へ
周
不
守
央
'
」
と
あ
り
へ
『
史
記
』
は
こ
れ
を
ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
竹
書
紀
年
』
幽
王
三
年
に
'
「
王
襲
褒
姐
」
.
五
年
に
'
「
王
世
子

宜
臼
出
奔
申
」
〇
八
年
に
'
「
王
立
褒
触
之
子
へ
日
伯
服
へ
為
太
子
」
。
九
年
に
'
「
申
侯
聴
西
戎
及
那
」
。
十
年
に
'
「
王
師
伐
申
」
と
連
な
っ
て
い
る
。
『
刺

女
俸
』
で
は
幽
王
の
褒
敗
へ
の
惑
溺
に
焦
点
を
絞
り
す
ぎ
た
た
め
へ
申
侯
と
の
関
わ
り
は
省
略
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
『
史
記
』
の
ま
と
埠

の
方
が
面
白
い
。

㊧
『
竹
書
紀
年
』
に
よ
る
と
'
幽
三
十
l
年
に
'
「
中
人
部
人
及
犬
戎
入
宗
周
へ
斌
王
及
鄭
桓
公
へ
犬
戎
瀞
王
子
伯
服
へ
執
褒
姐
以
帰
へ
」
と
あ
る
。

⑳
『
毛
詩
』
巻
十
二
・
小
雅
・
節
南
山
・
正
月
に
は
'
「
赫
赫
宗
周
へ
褒
秋
成
之
'
」
と
あ
る
。
『
詩
三
家
義
集
疏
』
巻
十
七
注
に
「
魯
'
威
作
滅
」
と
あ
り
へ

疏
に
'
『
漢
書
』
五
行
志
(
下
之
上
)
に
「
褒
姐
威
之
」
と
あ
る
を
指
し
て
「
出
奔
文
」
と
い
う
。
ま
た
『
列
女
俸
』
・
『
楚
鮮
』
天
間
章
に
見
え
る
褒
敗
の

事
(
妖
夫
曳
荷
へ
何
号
干
市
へ
周
幽
誰
誌
へ
蔦
待
夫
褒
姐
へ
)
な
ど
も
同
じ
く
魯
詩
に
本
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
呂
覚
』
疑
似
篇
の
高
注
も
詩
を
引
い
て

「
褒
触
滅
之
」
と
し
て
お
り
へ
魯
詩
は
「
威
」
を
「
減
」
に
作
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
し
て
い
る
。

四
へ
　
衛
　
宜
　
公
　
妻

宣
妻
は
'
斉
侯
の
女
に
し
て
'
街
宣
公
の
夫
人
な
り
。
初
め
へ
宣
公
夫
大
東
妾
　
俊
子
を
生
む
。
以
て
太
子
と
為
す
。
又
、
斉
に
要
る
。

①

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

く

て
宣
妻
と
日
ふ
。
寿
及
び
朔
を
生
む
。
夷
妻
既
に
死
し
て
、
宜
要
　
素
を
立
て
ん
と
欲
す
。
乃
ち
詩
の
弟
朔
と
謀
り
て
'
俊
子
を
構
む
。

ゆ

　

　

　

　

　

　

　

C

j

A

-

1

　

　

　

　

　

　

　

　

く

に

ざ

か

い

公
　
俊
子
を
し
て
斉
に
之
か
便
む
。
宣
妾
乃
ち
陰
か
に
力
士
を
し
て
之
を
界
上
に
待
ち
て
之
を
殺
さ
便
め
ん
と
す
。
日
工
　
四
馬
白
旗
の

1

'

1

V

>

,

　

　

　

　

　

　

　

　

M

.

至
る
老
有
れ
ば
必
ず
要
り
て
之
を
殺
せ
と
。
寿
　
之
を
聞
き
て
以
て
太
子
に
告
げ
て
白
く
'
太
子
其
れ
之
を
避
け
よ
と
。
俊
子
日
く
'
不
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悶

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

E

f

f

-

M

問

可
な
り
。
乗
れ
父
の
命
を
棄
つ
れ
ば
則
ち
瓢
が
ぞ
子
た
る
を
用
ひ
ん
や
と
O
轟
　
太
子
の
必
ず
行
-
を
度
か
-
、
乃
ち
太
子
と
飲
み
て
,

め
ざ

之
が
旗
を
奪
ひ
て
行
-
。
盗
　
之
を
殺
す
。
俊
子
醒
め
て
'
旗
を
求
む
れ
ど
も
得
ず
。
遥
か
に
往
き
て
之
を
迫
ふ
に
'
毒
己
に
死
す
。
依

子
　
詩
の
己
の
為
め
に
死
す
る
を
痛
み
へ⑳

請
ふ
我
を
殺
せ
と
。
盗
　
又
之
を
殺
す
。

あ

と

つ

ぎ

　

　

　

　

　

　

　

⑤

寛
に
終
に
後
無
-
'
乱
　
五
世
に
及
び
て

乃
ち
盗
に
謂
ひ
て
日
-
。
殺
さ
ん
と
欲
せ
し
所
の
者
は
乃
ち
我
な
り
。
此
れ
何
の
罪
か
あ
ら
ん
。

二
子
既
に
死
す
。
朔
　
遂
に
立
ち
て
太
子
と
為
る
。
宜
公
轟
ず
。
朔
立
つ
。
走
れ
恵
公
と
為
す
。

⑥

'
戴
公
に
至
り
へ
而
る
後
宵
か
な
り
。
詩
に
云
ふ
。
乃
ち
か
く
の
如
き
人
へ
徳
音
良
無
し
と
。

此
の
謂
な
り
。

項
に
日
く
。
衛
の
宜
妾
へ
太
子
を
危
-
せ
ん
こ
と
を
謀
る
。
子
詩
聖
止
て
ん
と
欲
し
て
'
陰
か
に
力
士
を
設
-
。
寿
乃
ち
供
に
死
し
て
'

衛
果
た
し
て
危
殆
な
り
。
五
世
宵
か
な
ら
ず
'
乱
　
妻
に
由
り
て
起
こ
る
。

回
m

①
『
集
注
』
は
「
案
へ
不
用
左
俸
説
」
と
す
る
。
『
左
俸
』
桓
公
十
六
年
に
見
え
る
説
話
に
依
れ
ば
'
「
初
へ
衛
宜
公
爵
於
夷
着
生
急
子
へ
属
諸
右
公
子
'
為

之
竪
於
酋
而
美
へ
公
取
之
へ
生
書
及
朔
'
属
毒
於
左
公
子
へ
夷
妻
紅
へ
宜
妻
与
公
子
朔
構
急
子
へ
公
使
諸
再
へ
使
盗
待
諸
事
将
殺
之
へ
寿
子
告
之
'
使
行
へ

不
可
へ
日
へ
嚢
父
之
命
へ
悪
用
子
臭
へ
有
無
父
之
国
則
可
也
へ
及
行
飲
以
酒
へ
寿
子
載
其
旋
以
先
へ
盗
殺
之
へ
急
子
至
日
へ
我
之
求
也
へ
此
何
罪
'
請
殺

我
乎
、
又
殺
之
へ
二
公
子
故
怨
恵
公
へ
十
一
月
へ
左
公
子
洩
・
右
公
子
職
立
公
子
監
牟
'
藩
公
奔
斉
へ
」
と
あ
る
。
説
話
中
に
お
け
る
人
物
設
定
は
'
微
妙

に
異
な
る
。
宜
公
と
夷
妻
の
関
係
に
つ
い
て
も
『
左
俸
』
で
は
'
庶
母
(
杜
注
)
た
る
夷
妻
に
桑
(
杜
注
へ
上
淫
日
系
)
し
た
結
果
急
子
が
生
ま
れ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
が
'
『
列
女
博
』
で
は
'
夷
妻
は
宣
公
夫
人
と
し
て
俊
子
を
生
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
.
以
下
『
左
博
』
は
'
急
子
の
た
め
に
斉
か
ら

迎
え
た
女
を
自
ら
の
も
の
と
し
へ
毒
と
朔
の
二
子
が
生
ま
れ
る
。
l
方
へ
夷
要
は
縫
死
す
る
。
重
要
は
公
子
朔
と
ぐ
る
に
な
っ
て
急
子
を
寧
日
し
た
の
で
'

宜
公
は
急
子
を
斉
へ
優
に
出
し
て
'
盗
人
に
承
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
列
女
俸
』
で
は
'
宣
公
は
夷
妻
よ
り
生
ま
れ
た
俊
子
を
太
子
と
し
へ

さ
ら
に
賓
か
ら
宜
妻
を
撃
る
。
夷
妻
が
死
ん
で
'
毒
を
太
子
に
し
ょ
う
と
望
む
宜
要
は
へ
朔
と
共
謀
し
て
扱
子
を
構
む
。
(
『
左
俸
』
で
は
'
「
構
」
は
杜

注
の
よ
う
に
「
構
会
其
過
悪
」
と
と
れ
る
が
'
『
列
女
俸
』
で
は
'
以
下
に
統
-
文
か
ら
見
て
へ
二
人
が
俊
子
を
し
-
み
お
と
し
入
れ
る
意
味
に
用
い
て

い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
)
宣
公
が
俊
子
を
斉
に
使
さ
せ
る
機
会
に
乗
じ
て
'
『
左
俸
』
の
よ
う
に
宜
公
で
な
-
宜
妻
自
ら
が
陰
か
に
力
士
に
命
じ
て
政
子
を

穀
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
『
左
俸
』
で
は
'
宜
公
の
淫
を
強
調
し
っ
つ
'
宜
妻
は
陰
で
あ
や
つ
っ
て
宜
公
を
そ
そ
の
か
し
'
父
に
よ
る
子
殺
し
を
さ
せ
る
こ
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と
に
な
っ
て
い
る
が
'
『
列
女
俸
』
で
は
'
犯
行
の
主
体
は
む
し
ろ
宜
妻
の
方
に
置
か
れ
'
宜
公
の
悪
役
ぶ
り
は
む
し
ろ
影
が
薄
-
な
っ
て
い
る
。
悪
女

の
説
話
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
よ
う
と
し
た
筆
者
の
意
図
が
う
か
が
え
る
が
'
『
左
俸
』
の
人
物
設
定
の
方
が
人
間
の
愛
憎
を
生
々
と
伝
え
て
い
る
様
に
思

う
。
こ
の
点
へ
『
左
俸
』
の
描
写
の
不
足
を
補
っ
て
'
独
特
の
ま
と
め
方
を
し
た
『
史
記
』
衛
世
家
の
方
が
は
る
か
に
面
白
い
。
た
だ
へ
『
史
記
』
で
は
夷

蓑
は
宝
公
夫
人
で
あ
り
'
仮
は
太
子
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
『
史
記
』
の
特
徴
を
あ
げ
る
と
'
夷
要
は
『
左
俸
』
の
様
に
「
絵
」
で
な
-
へ

た
だ
「
死
」
と
さ
れ
。
宜
公
正
夫
人
(
恐
ら
く
畳
蓑
)
が
朔
と
共
に
級
を
議
悪
す
る
O
こ
れ
に
対
し
て
'
宜
公
は
太
子
の
妻
を
奪
っ
た
う
し
ろ
め
た
き
か

ら
'
逆
に
太
子
を
悪
み
'
こ
れ
を
廃
し
ょ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
'
仮
へ
の
悪
口
を
信
用
し
て
大
い
に
怒
り
へ
太
子
を
賓
に
使
さ
せ
て
盗
人
に
命
じ
て
こ

れ
を
殺
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

以
上
『
列
女
俸
』
が
『
左
俸
』
に
比
べ
て
異
な
る
部
分
の
ほ
と
ん
ど
は
'
『
史
記
』
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
も
の
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
'
宣

妻
自
身
が
人
を
使
っ
て
仮
を
殺
さ
せ
よ
う
と
謀
っ
た
条
は
'
『
左
俸
』
・
『
史
記
』
に
は
な
か
っ
た
か
た
ち
で
あ
る
。
ま
た
『
列
女
侍
』
の
作
者
は
'
恐
ら

く
宜
蓑
を
悪
役
と
し
て
強
調
す
る
様
な
人
物
設
定
に
す
る
た
め
に
へ
説
話
の
単
純
化
を
は
か
り
へ
宜
王
が
仮
の
妻
に
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
宣
妻
を
横
取
り

し
た
こ
と
や
'
宜
公
が
自
ら
の
行
為
を
恥
じ
て
'
逆
に
仮
を
悪
む
様
に
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
部
分
を
除
去
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
蛇

足
な
が
ら
へ
『
左
俸
』
疏
は
'
夷
蓑
を
「
夫
人
」
と
し
て
い
る
『
史
記
』
を
「
謬
れ
る
の
み
」
と
断
じ
て
い
る
が
'
司
馬
遷
は
'
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承

知
の
上
で
改
め
た
の
だ
と
見
る
が
妥
当
で
あ
っ
て
'
「
謬
」
と
の
断
辞
は
左
停
学
者
の
独
断
に
す
ぎ
な
い
。

は
じ
め
に
'
『
集
注
』
が
'
左
俸
説
を
用
い
て
い
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
た
が
'
『
列
女
俸
』
作
者
は
'
『
左
俸
』
の
説
話
を
独
特
の
か
た

ち
に
ま
と
め
た
『
史
記
』
の
記
述
に
従
い
つ
つ
へ
更
に
へ
自
ら
の
立
場
に
立
っ
て
宜
妻
説
話
を
再
構
成
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
.

②
こ
の
宜
妻
の
言
葉
は
'
『
左
俸
』
に
は
見
え
ず
'
『
史
記
』
で
は
宜
公
の
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
『
新
序
』
節
士
篇
で
は
「
要
而
殺
之
」
と
な
っ
て
い

5
S

王
注
は
『
詩
経
』
廊
風
の
干
族
よ
り
、
「
ま
す
干
族
へ
在
汝
之
邦
へ
素
林
批
之
へ
良
馬
四
之
も
彼
妹
老
子
へ
何
以
昇
之
」
を
引
い
て
へ
　
こ
の
詩
は
こ
の
説

話
を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
'
「
必
用
施
者
へ
取
易
於
識
別
也
へ
以
詩
言
素
林
へ
故
知
為
白
旗
也
へ
汝
へ
衛
之
界
上
邑
'
妻
便
力
士
待
俊

之
地
也
へ
妹
忠
順
貌
'
妹
子
謂
俊
子
也
へ
界
与
也
へ
言
彼
四
馬
自
施
、
忠
順
之
子
へ
何
故
以
此
与
之
へ
深
痛
惜
之
辞
也
へ
此
蓋
出
於
魯
詩
之
説
へ
而
劉
氏

述
之
へ
　
与
毛
詩
異
也
へ
　
其
叙
夷
妻
宜
妻
へ
与
左
俸
又
異
へ
　
蓋
皆
本
於
魯
詩
耳
」
と
云
う
。
因
み
に
『
毛
詩
』
で
は
干
族
の
詩
に
つ
い
て
へ
「
干
施
、
美
好

善
也
へ
衛
文
公
臣
子
多
好
善
へ
賢
者
楽
告
以
善
道
也
」
と
あ
る
。
王
説
の
如
く
「
干
施
」
の
詩
の
背
景
と
し
て
こ
の
伝
の
話
が
存
在
し
た
と
考
え
へ
更
に

こ
れ
を
魯
詩
説
に
結
び
付
け
る
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
『
詩
三
家
義
集
疏
』
巻
三
は
'
『
列
女
俸
』
都
孟
画
母
伝
(
母
儀
)
　
に
'
『
詩
』
を
引
用
し
て
'
「
彼

妹
老
子
t
.
何
以
告
之
へ
此
之
謂
也
へ
」
と
あ
る
を
指
摘
し
'
『
韓
詩
外
俸
』
巻
二
の
「
楚
荘
王
国
宋
」
に
引
用
す
る
同
じ
詩
句
や
『
左
俸
』
定
九
・
『
家
語
』
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好
生
篇
等
に
引
用
す
る
詩
句
の
意
に
'
特
に
毛
侍
と
異
な
る
説
は
な
い
と
し
て
い
る
。
王
説
は
'
類
似
の
文
字
や
固
有
名
詞
の
l
敦
な
ど
を
も
と
に
考
え

つ
い
た
単
な
る
想
像
で
あ
る
と
し
か
評
価
で
き
な
い
。

⑧
こ
の
仮
の
言
葉
の
「
不
可
」
は
'
『
左
侍
』
(
前
注
①
)
で
は
'
「
素
子
昔
之
、
使
行
へ
不
可
」
と
な
っ
て
い
る
。
『
史
記
』
で
は
'
「
(
慕
)
乃
謂
太
子
日
へ

界
盗
見
太
子
白
旗
へ
即
殺
太
子
へ
太
子
可
歩
行
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
へ
「
美
東
父
之
命
へ
則
悪
用
子
也
」
は
'
「
逆
父
命
求
生
不
可
」
と
表
現
し
な
お

し
た
『
史
記
』
よ
り
も
'
『
左
俸
」
の
「
棄
父
之
命
へ
悪
用
子
臭
へ
有
無
父
之
国
へ
則
可
也
」
に
近
い
表
現
で
あ
る
。
父
と
子
の
関
係
に
つ
い
て
の
筆
者

の
思
想
が
'
『
左
俸
』
の
表
現
を
選
ば
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

④
『
新
序
』
節
士
篇
で
は
へ
こ
の
説
話
は
次
の
様
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
へ
「
街
宣
公
之
子
、
扱
也
へ
畜
也
へ
朔
也
へ
扱
前
母
子
也
へ
毒
与
朔
後
母
子
也
へ

義
之
母
与
朔
謀
欲
殺
太
子
扱
而
立
議
也
へ
使
人
与
扱
乗
舟
於
河
中
、
将
沈
而
殺
之
へ
幕
知
不
能
止
也
へ
因
与
之
同
舟
へ
舟
人
不
得
墾
依
方
乗
舟
時
へ
扱

博
母
恐
其
死
也
へ
閏
而
作
詩
へ
二
子
乗
舟
之
詩
真
也
へ
其
詩
日
へ
二
子
乗
舟
へ
沈
沈
其
景
'
堅
T
E
思
子
へ
中
心
養
養
'
於
是
へ
奇
聞
其
兄
之
且
見
害
へ
作

憂
思
之
詩
へ
黍
離
之
詩
是
也
'
其
詩
日
へ
行
還
廉
廉
へ
中
心
揺
括
、
知
我
者
へ
謂
我
心
憂
'
不
知
我
者
、
謂
我
何
求
へ
悠
悠
蒼
天
へ
此
何
人
我
へ
又
便
俊

之
斉
へ
将
便
盗
見
我
族
へ
要
而
殺
之
へ
書
止
仮
へ
扱
日
へ
弄
父
之
命
へ
非
子
道
也
へ
不
可
へ
詩
又
与
之
借
行
へ
義
之
母
知
不
能
止
也
へ
田
戎
之
日
へ
畜
無

為
前
也
へ
毒
又
為
前
5
滴
扱
族
以
先
行
へ
幾
及
密
会
へ
盗
見
而
殺
之
へ
扱
至
鬼
畜
之
死
へ
痛
其
代
己
死
へ
沸
泣
悲
哀
、
遂
哉
其
屍
還
'
至
境
而
自
殺
、
兄

弟
供
死
へ
故
君
子
義
此
二
人
へ
而
傷
宣
公
之
聴
讃
也
'
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
『
列
女
博
』
と
次
の
点
で
異
な
り
が
指
摘
で
き
る
。
毒
の
母
と
朔
と
が
級
を

舟
で
殺
そ
う
と
す
る
条
.
母
が
詩
の
出
発
に
際
し
て
戒
め
る
条
。
級
が
自
殺
す
る
粂
な
ど
は
『
列
女
俸
』
に
見
え
な
い
。
し
か
も
『
列
女
俸
』
で
は
'
女

性
の
強
烈
な
権
力
志
向
が
仮
を
陥
れ
へ
我
が
子
を
も
死
に
至
ら
し
め
る
母
性
の
犯
罪
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
が
'
『
新
序
』
に
は
毒
に
対
す
る
暖
か
い

母
性
が
加
味
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
へ
我
が
子
を
失
な
っ
た
宜
妻
の
悲
哀
も
印
象
的
で
あ
り
'
こ
こ
に
へ
犯
罪
へ
の
懲
罰
や
自
己
反
省
が
描
か
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
l
見
す
る
と
へ
同
一
筆
者
の
手
に
成
っ
た
説
話
で
は
な
い
か
と
さ
え
見
え
る
が
'
『
新
序
』
が
『
左
俸
』
と
異
な
っ
て
'
級
を
太
子
と
し
て

い
る
こ
と
。
ま
た
更
に
『
史
記
』
と
も
異
な
っ
て
'
詩
の
母
と
朔
と
が
盗
に
瀞
害
の
指
示
を
与
え
る
こ
と
。
轟
の
「
弄
父
之
命
云
々
」
は
'
『
列
女
俸
』

が
'
『
史
記
』
の
そ
れ
で
な
く
へ
『
左
俸
』
の
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
の
と
一
致
す
る
な
ど
へ
　
『
新
序
』
の
説
話
設
定
は
『
列
女
俸
』
の
そ
れ
に
極
め
て
近
い

こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

な
お
『
新
序
』
が
'
『
詩
経
』
珊
風
の
「
二
子
魂
舟
」
と
王
風
の
「
黍
離
」
を
へ
こ
の
説
話
に
関
連
す
る
詩
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
へ
先
ず
「
二
子
乗

舟
」
を
'
『
毛
詩
』
で
は
'
「
思
壁
覇
也
へ
街
宣
公
之
二
子
へ
単
相
為
死
へ
国
人
傷
而
思
之
へ
而
作
是
詩
也
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
へ
依
・
毒
の
こ
と
を
詩
に

し
た
点
は
共
通
す
る
も
の
の
、
『
新
序
』
の
場
合
の
解
釈
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
陳
典
『
詩
毛
氏
俸
疏
』
三
で
は
'
「
此
与
列
女
俸
撃
嬰
篇
不
同
へ
劉
子
故
習

魯
詩
,
兼
習
韓
詩
也
へ
」
と
云
っ
て
い
る
。
ま
た
「
黍
離
」
に
つ
い
て
へ
王
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』
巻
四
は
'
胡
承
典
の
「
拠
左
俸
'
衛
毒
嫡
旋
先
往
'
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是
死
在
政
党
へ
安
待
有
閑
兄
見
害
之
事
'
且
使
黍
離
果
為
義
作
'
当
列
之
衛
風
へ
何
為
冠
於
王
風
之
首
へ
其
不
足
拠
明
臭
」
と
い
う
指
摘
を
の
せ
て
い
る
。

な
お
『
説
苑
』
奉
使
篇
で
は
へ
こ
の
詩
を
貌
文
侯
と
太
子
撃
の
説
話
の
中
に
引
用
し
て
お
年
『
韓
詩
外
俸
』
巻
八
に
も
同
様
の
説
話
が
見
え
て
い
る
。

⑤
王
注
は
'
「
五
位
」
は
「
三
世
」
の
誤
り
で
'
宜
・
藩
・
韓
を
い
う
の
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
「
戴
公
に
至
り
て
'
而
る
後
寧
か
な
り
。
」
と
続
い
て
ゆ

-
か
ら
へ
五
世
と
は
'
宜
公
・
恵
公
・
欝
牟
・
斑
公
・
戴
公
を
指
す
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。
筆
者
の
頭
に
は
'
宜
公
の
時
に
始
ま
っ
た
血
肉
の

争
い
が
戴
公
ま
で
至
り
へ
文
公
以
後
お
さ
ま
っ
た
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
遵
公
は
へ
そ
の
四
年
に
攻
め
ら
れ
て
斉
に
逃
げ
へ
級
の

弟
粁
牟
が
君
と
な
る
が
'
幣
牟
の
八
年
に
斉
の
助
力
で
衛
を
伐
ち
再
び
位
に
即
-
か
ら
、
意
公
・
黙
牟
・
藩
公
と
続
-
交
代
か
ら
'
遼
公
を
二
に
数
え
る

と
'
戴
公
は
互
の
中
に
入
ら
ず
'
原
文
も
「
乱
五
世
に
及
ぶ
。
戴
公
に
至
り
て
よ
り
後
寧
か
な
り
。
」
と
読
む
べ
き
か
と
考
え
ら
れ
る
が
'
『
史
記
』
衛
世

家
で
も
'
恵
公
を
通
年
で
l
代
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
'
筆
者
が
藩
公
を
二
に
数
え
た
と
考
え
る
に
は
難
が
あ
ろ
う
。
衛
君
の
即
位
に
つ
い
て

は
へ
潔
公
が
恵
公
の
子
で
あ
る
こ
と
を
下
臣
が
快
-
思
わ
ず
へ
こ
れ
を
滅
ぼ
し
て
'
か
つ
て
の
粁
牟
の
弟
昭
伯
頑
(
宜
公
の
子
)
の
子
を
立
て
て
戴
公
と

し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
扱
・
蓄
・
朔
以
来
の
即
位
争
い
の
因
縁
は
'
実
際
に
は
戴
公
に
ま
で
及
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
午
.
従
っ
て
へ

先
に
述
べ
た
ご
と
-
'
筆
者
は
'
乱
が
五
世
に
及
ん
で
戴
公
に
至
っ
た
と
考
え
て
こ
の
説
話
を
し
め
-
-
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
へ
公

と
し
て
即
位
し
た
の
は
宝
・
藩
・
盤
で
あ
る
か
ら
へ
王
注
と
同
じ
立
場
を
と
る
梁
注
が
顧
康
折
の
説
を
引
い
て
'
『
左
俸
』
・
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
'
「
五
」

は
「
三
」
の
誤
り
で
あ
る
と
す
る
の
も
一
見
解
と
云
え
る
。

な
お
宜
妻
に
つ
い
て
へ
『
左
俸
』
閏
公
二
年
伝
に
は
'
「
帝
人
便
昭
伯
系
於
宜
妻
へ
不
可
へ
強
之
へ
生
賓
子
・
戴
公
・
文
公
・
宋
桓
夫
人
・
許
穆
夫
人
へ
」

と
あ
る
。
戴
公
・
文
公
は
昭
伯
頑
の
子
で
あ
る
と
共
に
'
恵
公
と
同
腹
の
子
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
.

⑥
『
毛
詩
』
雅
風
・
日
月
に
'
『
乃
如
之
人
骨
へ
徳
音
無
良
」
と
あ
る
。
「
序
」
に
は
、
「
衛
荘
妻
傷
己
也
へ
遭
州
呼
之
難
へ
傷
己
不
見
答
於
先
君
へ
以
至
困

窮
之
詩
也
」
と
あ
る
。
『
詩
三
家
義
集
疏
』
は
'
『
列
女
俸
』
は
魯
詩
説
に
従
っ
た
と
し
て
い
る
。
な
お
前
注
④
を
参
府
。

五
'
魯
桓
の
文
妻

⑳

文
責
は
'
斉
侯
の
女
に
し
て
'
魯
桓
公
の
夫
人
な
り
。
内
　
其
の
見
舞
裏
公
に
乱
す
。
桓
公
将
に
鄭
を
伐
ち
て
腐
公
を
納
れ
ん
と
す
。

6

5

　

　

　

.

　

　

　

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

<

v

.

'

既
に
行
し
て
夫
人
と
供
に
将
に
斉
に
如
か
ん
と
す
。
中
編
日
工
不
可
な
り
。
女
に
家
有
り
'
男
に
室
有
り
て
'
相
ひ
潰
す
無
し
0
之
を

た

が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

③

有
礼
と
謂
ふ
。
此
を
易
へ
は
必
ず
敗
れ
ん
。
且
つ
礼
　
婦
人
　
大
故
無
き
と
き
は
'
則
ち
帰
せ
ず
と
。
桓
公
徳
か
ず
。
遂
に
与
に
斉
に
如

く
。
文
妻
と
裏
公
と
通
ず
。
桓
公
怒
る
。
之
を
禁
ず
れ
ど
も
止
め
ず
。
文
妻
以
て
裏
公
に
告
ぐ
。
裏
公
　
桓
公
を
享
し
て
、
酒
も
て
之
を
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⑳

酔
ほ
し
め
,
公
子
彰
生
を
し
て
準
え
て
之
を
乗
せ
へ
困
り
て
其
の
膏
を
捜
し
て
殺
さ
便
む
。
遂
に
車
に
死
す
。
魯
人
　
彰
生
を
求
め
て
以

て
恥
を
除
か
ん
と
す
。
票
　
聖
を
警
o
詩
に
日
-
,
乱
　
天
白
り
降
る
に
匪
ず
。
婦
人
自
り
生
V
a
)
-
此
の
謂
な
り
。

◎

B

E

提

S

3

S

5

頭
に
日
く
'
文
妻
淫
乱
に
し
て
'
魯
桓
公
に
配
す
。
与
に
供
に
賓
に
帰
し
て
、
弊
裏
淫
通
す
O
厭
の
彰
生
を
し
て
'
幹
を
接
へ
て
胸
を

り
ぷ泣

き
僻
む
。
維
れ
女
　
乱
を
為
し
て
'
卒
に
禍
凶
を
成
す
。

〔注〕

①
『
左
俸
』
桓
公
三
年
経
に
'
「
九
月
賛
侯
送
妻
氏
干
講
へ
公
会
斉
侯
干
講
へ
夫
人
妻
氏
至
自
賛
へ
」
と
あ
り
へ
伝
に
「
秋
へ
公
子
撃
へ
如
斉
遊
女
へ
僻
先
君

之
好
,
故
日
公
子
'
斉
侯
送
妻
氏
子
誰
へ
非
礼
也
へ
凡
公
女
嫁
干
敵
国
へ
姉
妹
則
上
卿
送
之
云
々
'
」
と
い
う
.
『
公
羊
俸
』
桓
公
三
年
伝
に
は
'
「
諸
侯
越

寛
送
女
へ
非
礼
也
'
」
と
あ
る
。
『
穀
梁
俸
』
に
も
同
様
の
見
解
が
見
え
る
。

②
「
伐
鄭
」
と
「
如
斉
」
が
続
-
の
で
'
邸
を
伐
っ
て
腐
公
を
納
れ
る
の
が
目
的
で
賓
に
赴
い
た
様
に
受
け
と
れ
る
が
'
こ
の
ま
と
妙
方
に
は
問
題
が
あ
る
。

『
左
俸
』
桓
公
十
五
年
伝
に
'
「
冬
会
干
草
謀
伐
邸
へ
将
納
腐
公
也
へ
弗
克
而
選
へ
」
と
あ
り
へ
十
六
年
伝
に
は
'
「
春
正
月
へ
会
干
菅
も
謀
伐
鄭
也
」

と
あ
る
が
'
文
妻
を
伴
っ
て
努
に
赴
い
た
十
八
年
経
に
は
、
「
春
正
月
へ
公
会
斉
侯
干
津
へ
公
与
夫
人
妻
氏
遂
如
舞
う
」
と
あ
っ
て
'
会
の
目
的
を
特
に
は

記
さ
な
い
。
し
か
し
伝
に
は
'
「
春
へ
公
将
有
行
へ
遂
与
蓑
氏
如
斉
へ
」
と
あ
る
か
ら
'
も
と
も
と
文
責
と
斉
に
行
-
の
が
目
的
で
'
帯
に
会
し
た
も
の
と

も
と
れ
る
。
『
左
氏
禽
築
』
は
「
走
行
蓋
妻
氏
之
志
也
」
と
云
う
O
筆
者
が
こ
こ
で
邸
を
伐
つ
こ
と
と
斉
に
赴
く
こ
と
と
を
結
び
つ
け
た
の
は
'
『
史
記
』

魯
周
公
世
家
に
'
「
十
六
年
へ
会
干
菅
へ
伐
鄭
'
人
膚
公
へ
十
八
年
春
へ
公
将
有
行
へ
遂
与
夫
人
如
斉
」
と
両
事
を
連
続
し
て
記
載
し
て
い
る
の
に
依
っ
た

か
ら
か
と
考
え
ら
れ
る
が
'
先
行
文
献
に
引
か
れ
て
へ
こ
の
話
に
直
接
関
係
の
な
い
事
項
を
挿
入
し
た
の
は
'
読
者
を
迷
わ
せ
る
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

③
こ
の
中
編
の
一
一
l
毘
つ
い
て
へ
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
で
は
こ
の
言
は
な
く
た
だ
「
諌
止
」
と
の
み
あ
る
.
『
左
俸
』
桓
公
十
八
年
に
は
こ
こ
と
略
同
じ
言

が
見
え
る
が
'
「
且
つ
礼
云
々
」
は
見
え
な
い
。
王
注
は
'
「
礼
無
帰
寧
兄
弟
之
文
」
と
云
う
。
こ
れ
に
対
し
て
甫
注
は
'
『
毛
詩
』
榔
風
の
「
載
馳
」
正
義
引

の
『
左
俸
』
(
閲
公
二
年
「
許
穆
夫
人
賦
載
馳
」
の
条
)
服
慶
注
に
「
在
礼
へ
婦
人
父
母
既
没
へ
不
得
宵
兄
弟
へ
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
曹
元
息
の
見
解

を
紹
介
し
て
い
る
。
(
『
玉
函
山
房
』
春
秋
類
『
春
秋
左
氏
俸
解
証
』
巻
二
・
「
許
穆
夫
人
載
馳
」
の
条
)
服
注
は
た
し
か
に
興
味
深
い
が
'
原
文
の
「
且
礼
へ

婦
人
無
大
政
へ
則
不
帰
」
は
'
む
し
ろ
『
春
秋
穀
染
侍
』
荘
公
二
年
・
五
年
・
十
五
年
-
十
九
年
・
二
十
年
な
ど
に
'
文
責
の
行
動
に
対
し
て
-
り
返
し

述
べ
ら
れ
る
「
婦
人
既
嫁
へ
不
墜
見
」
と
い
う
見
方
に
深
い
関
連
を
持
つ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
O
桓
公
死
後
も
し
ば
し
ば
奔
侯
に
会
う
文
妻
に
対
し
て
'

『
左
俸
』
荘
公
二
年
伝
に
は
'
「
書
姦
也
」
と
云
う
が
'
こ
の
後
は
な
に
も
批
評
言
を
載
せ
な
い
。
『
公
羊
俸
』
は
こ
れ
ら
の
文
章
の
行
動
に
対
し
て
な
に
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も
問
題
意
識
を
提
起
し
ま
う
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
穀
染
俸
』
は
特
に
婦
人
の
行
動
に
対
し
て
は
丁
寧
に
批
評
を
加
え
て
い
る
。
荘
公
二
年
に
は
'
「
冬

十
有
二
月
へ
夫
人
要
氏
会
葬
侯
干
補
へ
婦
人
既
嫁
へ
不
疏
貴
へ
疏
寛
非
止
也
へ
」
あ
り
、
同
五
年
に
は
「
夏
へ
夫
人
妻
氏
如
斉
師
へ
師
而
日
加
衆
也
へ
婦
人

既
嫁
、
不
疏
竜
、
騰
貴
非
礼
也
へ
」
と
い
う
0
ま
た
、
同
七
年
「
春
へ
夫
人
妻
氏
会
奔
供
干
防
'
婦
人
不
会
'
会
非
正
也
へ
-
・
・
・
冬
へ
夫
人
妻
氏
会
斉
侯
干

穀
へ
婦
人
不
会
へ
会
非
正
也
へ
」
　
同
十
五
年
「
夏
'
夫
人
妻
氏
如
舞
'
婦
人
既
嫁
へ
不
臆
寛
へ
緑
黄
非
礼
也
へ
」
　
同
十
九
年
「
夫
人
要
氏
如
苫
'
婦
人
既

嫁
へ
不
疏
意
'
疏
意
非
正
也
へ
」
　
同
二
十
年
「
春
王
二
月
へ
夫
人
妻
氏
如
苫
'
婦
人
既
嫁
も
不
疏
寛
、
疏
貴
非
正
也
へ
」
な
ど
と
見
え
て
い
る
.

④
こ
の
個
所
は
略
『
史
記
』
魯
周
公
世
家
に
同
じ
で
あ
る
。
文
妻
が
裏
公
に
告
げ
た
内
容
に
つ
い
て
'
『
左
俸
』
桓
公
十
八
年
伝
へ
や
『
史
記
』
に
よ
れ
ば
'

桓
公
が
怒
っ
て
禁
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
様
に
と
れ
る
。
し
か
し
そ
の
告
げ
口
の
具
体
的
な
言
葉
は
明
確
で
な
い
.
『
公
羊
停
』
荘
公
元
年
に
は
、
こ

こ
の
所
を
も
っ
と
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
.
即
ち
へ
桓
公
が
試
せ
ら
れ
た
事
の
な
り
ゆ
き
に
関
し
て
へ
　
「
夫
人
語
公
於
弊
侯
へ
公
日
'
同
非
吾
子
へ
斉

侯
之
子
也
へ
斉
侯
窓
へ
与
之
飲
酒
へ
於
其
出
蔦
へ
使
公
子
彰
生
送
之
へ
於
其
乗
蔦
へ
滑
幹
而
殺
之
へ
」
と
述
べ
る
。
何
体
は
「
如
其
事
へ
　
自
訴
へ
加
誕
'

自
評
」
と
往
し
て
い
る
か
ら
、
文
妻
は
桓
公
の
言
を
曲
げ
て
裏
公
に
告
げ
た
こ
と
に
な
る
。
『
公
羊
侍
』
畢
R
年
疏
は
'
夫
人
が
題
を
加
え
た
と
い
う
の
は

非
で
あ
る
と
し
へ
文
妻
が
輿
入
れ
し
た
の
が
桓
三
年
秋
へ
同
(
荘
公
)
の
出
生
が
六
年
の
九
月
で
あ
る
か
ら
へ
桓
公
は
実
際
に
こ
う
(
同
は
私
の
子
で
は

な
い
)
云
っ
た
の
で
あ
る
と
し
、
陳
立
(
『
公
羊
義
疏
』
巻
十
七
)
は
更
に
桓
十
七
年
の
疏
に
'
或
説
の
興
人
以
前
に
二
人
が
通
じ
て
い
た
こ
と
を
魯
侯
は

知
っ
て
い
た
と
す
る
を
引
き
へ
『
史
記
』
斉
世
家
・
『
毛
詩
』
南
山
序
の
郵
袋
・
『
毛
詩
』
弊
風
椅
嵯
序
等
の
記
載
に
俵
と
嫁
す
る
以
前
か
ら
普
通
の
あ
っ

た
こ
と
は
人
々
の
間
で
知
ら
れ
て
お
り
'
こ
れ
を
桓
公
が
知
っ
て
と
が
め
た
の
で
'
『
公
羊
侍
』
に
「
公
日
云
々
」
は
'
実
際
に
桓
公
の
云
っ
た
こ
と
で

あ
る
と
し
へ
　
「
加
誕
」
と
さ
れ
る
の
は
う
　
二
人
が
通
じ
た
の
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
同
が
奔
侯
の
子
で
あ
る
と
い
う
必
然
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る

と
何
注
を
弁
護
し
て
い
る
。
陵
説
は
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
こ
の
事
件
に
関
す
る
解
釈
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
。
先
ず
へ
文
責
が

嚢
公
と
通
じ
た
こ
と
と
同
(
荘
公
)
の
出
生
を
簡
単
に
結
び
つ
け
る
の
に
は
い
さ
さ
か
疑
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
『
穀
染
俸
』
桓
公
六
年
に

「
九
月
丁
卯
へ
子
同
生
へ
疑
政
志
之
へ
時
日
、
同
乎
人
也
」
と
述
べ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
が
も
し
裏
公
の
子
と
疑
わ
れ
る
な
ら
文
妻
と
彼
の
出
会
い

が
少
-
と
も
桓
公
五
年
に
も
記
さ
れ
て
い
て
当
強
で
あ
る
.
桓
公
死
後
へ
文
責
が
斉
に
赴
い
た
り
'
裏
公
と
会
う
記
事
は
丁
寧
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
'
文
要
は
輿
入
れ
後
へ
同
出
生
ま
で
に
裏
公
と
会
っ
た
と
考
え
な
い
の
が
自
余
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
の
出
生
と
菓
公
と
は
直
接
関
係
な
い

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
裏
公
と
文
責
の
通
じ
た
こ
と
が
湛
公
の
出
生
と
結
び
つ
け
て
う
わ
さ
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
ほ
う
む
し
ろ
桓
公
死
後
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
'
夫
の
死
後
に
も
'
文
妻
が
周
囲
の
日
を
気
に
せ
ず
へ
し
ば
し
ば
嚢
公
と
会
っ
た
こ
と
に
対
す
る
世
論
に
よ
る
興
味
本

意
の
批
判
か
ら
出
て
来
た
作
り
話
-
さ
い
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
へ
次
の
様
な
事
が
想
像
さ
れ
る
。
文
責
が
輿
入
れ
以
前
に
裏
公
と
通
じ
て
い

た
こ
と
を
'
桓
公
は
な
ん
ら
か
察
知
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
o
『
左
俸
』
に
あ
る
様
に
'
申
偏
の
諌
言
に
も
従
わ
ず
'
文
責
を
帝
国
に
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r

伴
う
と
い
う
異
例
を
敢
え
て
お
か
し
た
の
は
'
二
人
の
関
係
を
つ
き
と
埼
て
'
何
ら
か
の
結
着
を
付
け
る
気
構
え
が
桓
公
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ね
ば

な
る
ま
い
。
桓
公
は
文
責
を
厳
し
く
叱
責
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
逃
れ
よ
う
の
な
い
指
摘
を
受
け
て
動
揺
し
た
文
責
は
'
桓
公
が
実
は
口
に
し
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
言
葉
(
同
は
斉
侯
の
子
だ
)
を
混
え
て
菓
公
に
叱
責
さ
れ
た
と
訴
え
た
の
で
あ
る
.
子
供
(
同
)
の
父
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
全
-
身
に
覚
え

の
な
い
裏
公
は
'
だ
か
ら
怒
っ
た
の
で
あ
る
。
陰
謀
を
胸
に
出
向
い
た
桓
公
は
'
怒
っ
た
裏
公
の
謀
略
に
逆
に
は
迫
ら
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
『
公
羊
俸
』
の
記
載
は
以
上
の
様
な
解
樺
を
前
提
に
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
件
に
お
け
る
文
責
の
悪
女
ぶ
り
も
『
公
羊
俸
』

の
記
載
に
依
る
方
が
む
し
ろ
明
確
に
な
っ
て
-
る
。
『
列
女
停
』
が
『
左
俸
』
の
記
載
に
近
-
な
っ
た
の
は
'
恐
ら
-
『
史
記
』
魯
世
家
の
記
載
に
牽
引
せ

ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

原
文
「
使
公
子
彰
生
抱
而
乗
之
へ
四
枚
其
脅
而
穀
之
」
を
'
『
史
記
』
魯
世
家
で
は
'
「
便
公
子
影
生
抱
魯
桓
公
へ
田
命
彰
生
摺
其
脅
」
と
記
し
'
同
斉

世
家
で
は
「
使
力
士
影
生
抱
上
魯
君
車
へ
田
泣
夢
魯
桓
公
へ
」
と
記
す
。
『
左
俸
』
桓
公
十
八
年
に
は
「
使
公
子
彰
生
乗
公
へ
公
募
干
草
」
と
あ
る
だ
け
で
'

血
腫
い
表
現
を
避
け
て
い
る
が
'
『
公
羊
俸
』
で
は
前
引
の
如
く
リ
ア
ル
で
あ
る
。
『
列
女
俸
』
は
こ
の
あ
た
り
『
公
羊
俸
』
の
表
現
を
用
い
た
『
史
記
』

の
記
載
に
依
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
彰
生
を
使
っ
て
桓
公
を
辞
さ
せ
た
の
ほ
う
後
々
の
こ
と
を
考
慮
し
て
の
裏
公
の
知
恵
で
あ
ろ
う
。

⑤
『
左
俸
』
で
は
'
こ
の
と
こ
ろ
は
「
魯
人
告
干
斉
日
、
寡
君
畏
君
之
威
、
不
敢
寧
居
'
釆
傭
旧
好
へ
礼
成
而
不
反
へ
無
所
帰
各
'
悪
於
諸
侯
へ
請
以
彰
生

除
之
へ
秀
人
殺
影
生
'
」
と
あ
る
。
『
史
記
』
魯
世
家
も
略
同
内
容
で
あ
る
が
'
「
　
請
得
彰
生
以
除
醜
於
諸
侯
へ
奔
人
妻
彰
生
以
説
魯
'
」
と
わ
ず
か
に

補
足
表
現
し
て
い
る
O
『
列
女
俸
』
は
「
魯
大
台
干
斉
日
　
　
無
所
帰
脊
」
の
部
分
を
賛
言
と
考
え
た
の
か
省
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

彰
王
を
上
手
に
使
っ
た
裏
公
に
つ
い
て
は
へ
後
日
詩
が
『
左
侍
』
に
見
え
る
。
『
荘
公
」
八
年
の
伝
に
依
れ
ば
'
「
冬
へ
十
二
月
'
奔
侯
遊
子
姑
容
へ
遂

田
干
貝
丘
へ
見
家
大
へ
従
者
日
'
公
子
彰
生
也
へ
公
怒
日
へ
影
生
敢
兄
へ
射
之
へ
家
人
立
而
噂
'
公
憤
墜
干
草
へ
傷
足
喪
屡
へ
」
と
あ
る
。
裏
公
は
こ
の

傷
の
た
め
に
へ
後
に
公
孫
無
知
に
襲
わ
れ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
o
『
漢
書
』
五
行
志
中
之
下
に
は
こ
こ
の
所
を
引
い
て
'
「
劉
向
以
為
近
衣
禍
也
」
と
し
'

彰
生
を
利
用
し
て
桓
公
を
殺
し
た
事
件
と
関
連
づ
け
て
い
る
。

㊥
『
毛
詩
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
瞭
印
。
序
で
は
「
凡
伯
刺
幽
王
大
壊
」
と
す
る
。
末
喜
・
旗
姫
・
聾
姫
の
各
伝
に
引
用
す
る
詩
も
こ
こ
か
ら
採
っ
て
い
る
.

尚
へ
『
毛
詩
』
弊
風
に
は
桓
公
・
文
妻
・
裏
公
の
所
行
を
風
刺
し
た
も
の
が
多
い
。
先
ず
「
南
山
」
に
つ
い
て
の
序
は
「
刺
裏
公
也
、
鳥
獣
之
行
'
津
乎
其

妹
'
大
夫
遇
是
悪
へ
作
詩
而
云
之
へ
」
と
い
う
。
又
'
「
甫
田
」
の
序
に
は
「
大
夫
刺
菓
公
也
云
々
」
と
あ
り
へ
「
慮
令
」
は
裏
公
の
悪
政
を
剃
っ
た
も
の
と

さ
れ
へ
「
赦
萄
」
の
序
に
依
れ
ば
'
「
刺
文
責
也
'
替
人
悪
魯
桓
公
微
弱
へ
.
不
能
防
開
文
妻
へ
使
至
淫
乱
為
二
国
息
蔦
へ
」
と
あ
る
。
「
哉
駆
」
の
序
は
「
帝

人
刺
裏
公
也
'
無
礼
義
故
へ
盛
其
車
服
へ
疾
駆
於
通
道
大
都
へ
与
文
妻
淫
'
播
其
悪
於
万
民
鳶
」
と
い
う
。
「
椅
嵯
」
の
序
に
は
「
刺
魯
荘
公
也
へ
斉
人
傷

魯
荘
公
有
威
儀
技
芸
へ
然
而
不
能
以
礼
防
閑
其
母
へ
失
子
之
道
へ
人
以
為
替
侯
之
子
蔦
へ
」
と
見
え
る
。
三
先
謙
『
詩
三
家
義
集
疏
』
巻
六
は
'
「
載
駆
」
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に
つ
い
て
斉
詩
説
で
は
多
少
解
釈
が
異
な
る
と
す
る
が
'
他
の
詩
は
三
家
に
異
義
な
し
と
し
て
い
る
。

六
へ
　
魯
荘
の
哀
妻

⑳

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑳

哀
要
は
へ
替
侯
の
女
に
し
て
、
魯
荘
公
の
夫
人
な
り
へ
初
め
へ
哀
妻
未
だ
入
ら
ざ
る
時
へ
公
数
々
斉
に
如
き
へ
夏
着
と
控
す
。
既
に
入

い

も

と

　

　

つ

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

③

　

　

よ

め

み

や

げ

り
て
其
の
弟
叔
妾
と
倶
な
り
。
公
へ
大
夫
の
宗
婦
を
し
て
幣
を
用
て
兄
へ
便
む
。
大
夫
夏
甫
不
忌
日
主
婦
の
勢
は
菜
栗
を
過
ぎ
ず
。
以

て
礼
を
致
す
な
り
。
男
の
費
は
玉
島
・
禽
鳥
を
過
ぎ
ず
.
以
て
物
を
彰
は
す
な
り
。
今
へ
婦
の
賓
に
幣
を
用
ふ
る
は
'
走
れ
男
女
別
無
き

⑳

な
り
。
男
女
の
別
は
国
の
大
節
な
り
。
乃
ち
不
可
な
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
と
。
公
　
聴
か
ず
。
又
　
其
の
父
桓
公
の
廟
官
の
極
に
丹
ぬ

堅
)
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
、
其
の
桶
に
刻
み
て
'
以
て
哀
妻
に
寄
る
。
哀
妾
　
騎
軽
に
し
て
'
二
叔
・
公
子
慶
父
・
公
子
牙
に
通
ず
O
哀
妻
　
慶
父
を
立
て
ん
と

◎

欲
す
。
荘
公
亮
じ
て
'
子
般
立
つ
。
慶
父
と
哀
妻
と
謀
り
て
'
遂
に
子
般
を
某
氏
に
殺
し
へ
叔
妾
の
子
を
立
つ
。
走
れ
を
園
公
と
為
す
。

園
公
既
に
立
ち
て
'
慶
父
と
哀
妻
と
経
す
る
こ
と
益
々
甚
だ
し
へ
又
　
慶
父
と
謀
り
て
、
園
公
を
殺
し
て
'
而
し
て
慶
父
を
立
て
ん
と

ぷ

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

き

J

_

し
へ
遂
に
卜
蹄
を
し
て
襲
ひ
て
閑
公
を
武
関
に
試
せ
使
め
'
将
に
自
ら
立
た
ん
と
す
.
魯
人
　
之
を
謀
る
。
慶
父
恐
れ
て
首
に
奔
り
'
哀

ち

ゆ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑧

妻
都
に
奔
る
。
斉
の
桓
公
　
債
公
を
立
つ
。

⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

殺
す
。
魯
遂
に
慶
父
を
殺
す
。
詩
に
云
ふ
う

よ

　

　

　

"

と

く

哀
妾
と
慶
父
と
通
じ
て
以
て
魯
を
危
く
す
る
を
聞
き
へ
乃
ち
哀
妾
を
召
び
て
'
耽
も
て
之
を

て

つ

　

　

　

　

　

　

　

　

あ

^

　

　

⑳

畷
と
し
て
其
れ
泣
-
。
何
ぞ
嵯
及
ば
ん
と
。
此
の
謂
な
り
。

項
に
日
-
'
哀
妻
邪
を
好
み
へ
魯
荘
に
淫
す
。
延
き
て
二
叔
に
及
び
へ

す
。
斉
桓
征
伐
し
耽
も
て
哀
妾
を
殺
す
。

ほ
し
い
ま
^

騎
炉
縦
横
な
り
。
慶
父
走
れ
依
り
'
国
適
に
以
て
亡
ぴ
ん
と

回
u
s
l

①
王
注
は
「
荘
」
字
の
上
に
「
魯
」
字
を
脱
す
る
と
指
摘
す
る
。
前
後
の
伝
の
例
か
ら
見
て
妥
当
と
思
わ
れ
る
o
哀
妻
は
斉
桓
公
の
妹
。
薬
公
の
弟
の
娘
に

あ
た
る
。

②
『
春
秋
』
荘
公
二
十
三
年
に
'
「
冬
へ
公
知
替
納
幣
へ
」
と
あ
り
へ
　
二
十
四
年
に
'
「
八
月
丁
丑
へ
夫
人
要
氏
人
へ
」
と
あ
る
。
こ
の
間
へ
二
十
三
年
春
帰
国
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の
後
,
夏
に
も
「
公
如
賛
観
社
へ
」
と
あ
り
へ
荘
公
は
輿
入
れ
以
前
に
数
々
斉
に
出
向
い
て
い
る
。
尚
へ
「
観
社
」
の
解
釈
は
様
々
で
あ
る
。
『
左
倖
』
荘

公
二
十
三
年
伝
に
は
「
公
如
斉
観
社
へ
非
礼
也
へ
曹
測
諌
日
へ
不
可
へ
夫
礼
所
以
整
民
地
'
散
会
以
訓
上
下
之
則
云
々
へ
」
と
あ
り
'
『
国
語
』
魯
語
上
に

も
略
同
様
な
文
が
見
え
る
。
『
公
羊
侍
』
も
'
「
何
以
書
'
詩
へ
何
讃
爾
'
諸
侯
越
境
観
社
へ
非
礼
也
」
と
記
す
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
『
穀
梁
停
』
は

「
常
事
目
視
,
非
常
日
観
,
観
無
事
之
辞
也
へ
以
是
為
戸
女
也
へ
無
事
不
出
寛
'
」
と
記
し
て
い
る
。
従
来
の
学
者
に
依
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
へ
『
墨

子
』
明
鬼
下
に
,
「
燕
之
看
視
'
当
奔
之
社
稜
'
宋
之
有
桑
林
'
楚
之
有
雲
夢
也
へ
此
男
女
之
所
属
而
観
也
へ
」
と
あ
る
。
『
左
氏
合
筆
』
(
竹
添
光
鴻
)
は
'

「
案
観
社
,
猶
観
喝
皆
国
賓
神
之
余
へ
而
相
東
金
以
為
楽
へ
蓋
所
謂
l
国
之
人
皆
若
狂
者
へ
其
源
本
於
周
嘩
其
後
沿
為
民
俗
'
今
之
廟
会
社
戯
'
猶

其
達
意
,
・
-
-
鄭
樵
氏
族
略
云
'
侶
優
之
人
'
取
楯
酒
食
へ
居
於
社
南
北
者
へ
田
呼
為
氏
へ
然
則
侶
優
多
喝
社
而
居
'
蓋
至
唐
宋
人
小
説
、
.
猶
有
社
火
社

首
之
称
,
社
久
為
衰
世
男
女
放
逐
之
場
へ
」
と
述
べ
る
が
'
こ
れ
が
荘
公
観
社
の
実
情
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
「
観
社
」
の
本
来
の
意
味
は
『
左

俸
』
杜
注
に
指
摘
す
る
様
に
へ
「
賛
困
祭
社
蒐
軍
実
へ
故
公
往
観
之
」
(
『
望
巴
葦
昭
注
に
も
「
巌
公
二
十
三
年
へ
帝
国
紀
社
蒐
軍
実
へ
以
示
客
へ
公
往
観

之
」
と
あ
る
。
)
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
L
へ
ま
た
へ
『
公
羊
俸
』
の
何
体
解
話
の
如
く
「
観
社
者
へ
観
祭
社
'
-
-
・
社
老
土
地
之
主
へ
祭
者
報

徳
也
,
生
万
物
,
盾
人
民
へ
徳
至
厚
へ
功
至
大
へ
故
感
春
秋
而
祭
之
へ
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
へ
こ
の
様
な
祭
事
に
'
神
聖
視
さ
れ
る
性
が
結
び
つ

け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
む
し
ろ
自
余
で
あ
ろ
う
。
『
公
羊
義
疏
』
は
惑
枚
『
九
経
古
義
』
(
公
羊
上
)
が
鄭
樵
の
『
六
経
輿
論
』
の
「
左
氏
日
非
礼
也
へ

公
羊
日
へ
義
以
観
斉
女
也
へ
穀
梁
日
へ
非
常
口
観
へ
-
-
公
羊
為
長
」
を
引
用
L
へ
更
に
へ
『
春
秋
説
』
(
患
枚
)
に
'
「
観
社
者
'
志
不
在
社
也
'
志
在

女
而
巳
」
(
『
皇
清
経
解
』
巻
二
百
三
十
五
)
と
す
る
の
を
是
と
断
じ
て
い
る
。
な
お
『
春
秋
説
』
に
は
'
「
穀
染
謂
戸
女
へ
戸
女
君
主
為
女
而
往
'
以
社

為
名
,
公
羊
謂
公
一
陳
陀
也
'
陳
陀
津
乎
黍
へ
荘
公
陛
乎
斉
へ
読
春
秋
者
疑
之
へ
而
未
得
其
説
へ
及
観
墨
子
而
後
知
其
説
蔦
へ
・
・
・
-
蓋
燕
組
弊
社
'
国
之

男
女
皆
緊
族
而
往
観
,
与
楚
宋
之
雲
夢
桑
林
同
'
為
l
時
之
盛
へ
猶
鄭
之
三
月
上
巳
'
士
与
女
合
会
湊
満
之
瀕
、
観
社
、
志
不
在
社
へ
志
在
女
而
己
へ
公

羊
以
為
公
二
陳
化
へ
殆
其
然
乎
'
穀
梁
以
為
戸
女
へ
信
哉
'
曹
剤
-
謂
不
法
以
此
'
」
と
あ
り
へ
更
に
「
墨
子
去
春
秋
最
近
'
列
国
之
史
皆
存
'
其
言
必
有

所
操
へ
-
-
・
杜
注
亦
非
」
と
補
っ
て
い
る
。

③
王
注
・
発
注
と
も
に
「
不
忌
」
は
「
展
」
の
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
『
国
語
』
魯
語
上
に
は
夏
父
展
と
す
る
。
「
魯
語
」
下
に
は
夏
父
弗
忌
が
見
え
る

が
,
『
左
俸
』
文
公
二
年
伝
に
'
「
於
是
夏
父
弗
忌
為
宗
伯
」
と
あ
る
と
お
り
へ
荘
公
の
時
の
宗
人
は
夏
父
展
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
劉
向
の
記
憶
違

い
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
左
伝
」
荘
公
二
十
四
年
伝
で
は
'
「
禦
孫
日
」
と
な
っ
て
い
る
。

④
原
文
「
婦
費
不
適
蔑
粟
'
以
致
礼
也
」
を
『
国
語
』
魯
語
上
で
は
「
夫
婦
繋
不
過
轟
粟
へ
以
告
虞
也
へ
」
と
し
へ
『
左
倖
』
荘
公
二
十
四
年
伝
へ
禦
孫
の
言

で
は
「
女
費
不
過
榛
栗
讃
惰
,
以
告
虎
也
'
」
と
す
る
。
『
公
羊
俸
』
・
『
穀
梁
侍
』
と
も
に
へ
婦
人
の
費
と
し
で
は
'
窮
粟
・
澱
情
を
あ
げ
て
い
る
。
『
穀
梁

俸
』
は
「
鍛
情
」
に
作
る
.
『
薩
記
』
曲
酷
下
に
は
「
婦
人
之
撃
へ
棋
榛
廟
傭
菜
粟
」
の
六
物
を
あ
げ
る
。
『
儀
穫
』
士
昏
鐙
の
婦
が
男
姑
に
見
ゆ
る
礼
で
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相
川

は
窮
栗
・
脹
傭
を
用
い
る
。

『
票
』
蓬
に
よ
れ
ば
'
「
窺
う
取
蚤
起
,
栗
,
取
敬
栗
,
慶
敏
也
」
と
あ
り
,
『
左
侍
』
杜
注
は
,
「
先
儒
以
為
栗
取
其
戦
粟
也
,
莞
葦
起
也
,
」

醒
[
a
s
s

原
文
「
男
票
過
玉
島
禽
鳥
へ
以
章
物
也
」
は
『
讐
』
・
『
左
俸
』
に
同
じ
く
,
『
穀
梁
俸
』
は
男
子
の
賓
に
は
「
義
経
据
」
と
す
る
。

『
望
讐
卑
注
に
よ
れ
ば
'
「
公
執
聖
,
侯
執
信
圭
,
伯
執
豊
,
子
執
穀
壁
,
男
執
滴
壁
,
孤
執
皮
島
,
卿
執
薫
,
大
夫
執
雁
,
士
執
雑
,
庶
人
執

鷺
へ
工
商
執
鶏
也
へ
章
明
也
,
明
尊
卑
異
物
也
」
と
あ
る
。

原
文
「
努
不
可
乎
」
を
『
望
巴
は
「
不
可
無
也
」
に
作
り
,
『
左
侍
』
は
「
無
乃
不
可
乎
」
に
作
る
。
徐
仁
甫
氏
『
左
侍
疏
謹
』
は
,
『
左
停
』
は

劉
款
の
手
に
出
ず
る
と
の
立
場
に
立
ち
,
こ
の
句
の
異
同
も
,
『
左
俸
』
が
『
列
女
倖
』
か
ら
と
っ
た
証
の
T
J
J
す
る
。
す
な
わ
ち
,
「
無
乃
不
可
乎
」
は

『
望
巴
の
「
不
可
無
也
」
よ
り
と
っ
て
変
じ
た
も
の
。
『
国
語
』
の
場
合
,
「
国
之
大
節
也
」
を
承
け
る
か
ら
語
意
が
嘉
す
る
が
,
『
列
女
俸
』
で
は

「
婦
芳
幣
」
を
承
け
る
か
ら
へ
数
句
を
隔
て
て
-
,
葉
が
貫
か
な
い
O
そ
こ
で
『
左
俸
』
で
は
,
先
ず
,
「
今
男
女
同
声
の
l
句
を
増
し
て
全
文

を
な
め
ら
か
に
L
へ
ま
た
「
雷
夫
人
乱
之
」
の
石
を
増
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
.
興
味
深
い
指
摘
で
は
あ
る
が
た
だ
ち
に
は
従
い
難
い
。
『
列
女
俸
』

が
『
慧
』
か
ら
と
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
う
な
づ
け
る
し
,
「
不
可
霊
」
を
「
無
乃
不
可
乎
」
に
変
じ
た
こ
と
が
『
左
俸
』
の
場
合
に
較
べ
て
,
董

表
現
上
適
正
と
云
い
難
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
『
左
俸
』
が
『
-
』
・
『
列
女
侍
』
か
ら
新
た
に
作
文
さ
れ
た
の
な
ら
,
こ
れ
ら
の
警
を
な
ぜ

「
禦
孫
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
徐
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
,
『
望
』
と
『
列
女
俸
』
と
が
夏
父
展
・
夏
父
不
忌
と
異
な
。
,

ど
ち
ら
に
あ
わ
せ
て
も
艮
-
な
い
の
で
,
禦
孫
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
云
う
が
,
十
分
納
得
の
い
-
説
明
と
は
云
い
難
い
。
夏
父
不
忌
と
し
た
の
は

劉
向
の
記
憶
違
い
と
想
像
す
る
方
が
素
直
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
列
女
博
』
に
お
け
る
個
有
名
詞
の
誤
用
は
他
の
篇
で
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
,
例
え
ば

「
晋
戯
票
」
の
岩
の
語
に
「
自
吾
先
君
武
公
兼
巽
、
而
楚
穆
蔑
」
と
あ
る
が
,
楚
の
穆
王
(
太
子
商
臣
)
が
父
の
成
王
を
斌
し
て
自
立
す
る
の

は
'
戯
公
の
時
代
よ
り
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
,
こ
の
こ
と
が
魔
姫
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
の
は
時
代
的
に
誤
り
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
,
巻
四
貞
順
伝

の
「
楚
平
伯
京
」
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
る
.
即
ち
「
伯
雪
,
秦
穆
公
之
女
楚
平
王
之
夫
人
,
昭
王
之
母
也
吾
」
と
あ
る
が
,
秦
の
穆
公
と
楚
の
平

王
と
の
間
に
は
約
百
三
十
年
の
差
が
あ
る
。
-
巻
六
軒
通
伝
の
「
斉
傷
嬰
」
で
,
-
を
宋
景
公
よ
り
も
後
の
時
代
の
人
と
し
て
い
る
誤
が
指
摘
で

き
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
既
に
『
史
通
』
外
篇
・
薙
雫
に
指
摘
が
あ
る
o
・
な
お
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
「
晋
戯
層
姫
」
に
お
い
て
再
説
す
る
。

⑤
『
望
』
魯
語
上
に
'
「
厳
公
丹
桓
宮
孟
,
而
刻
其
柄
,
」
と
あ
。
,
こ
れ
に
対
し
て
匠
師
慶
が
公
を
諌
窄
い
る
が
,
「
公
弗
聴
」
と
あ
る
。
『
左
俸
』

荘
公
二
十
三
年
に
'
「
秋
へ
丹
桓
官
立
讐
と
あ
り
,
同
二
十
四
年
に
,
「
春
,
刻
其
桶
,
皆
非
礼
也
,
」
と
あ
る
が
,
公
を
譲
等
い
る
の
は
,
前
注
④

の
場
合
と
同
じ
禦
孫
で
あ
る
。
『
竪
讐
卑
注
は
,
匠
師
慶
が
即
ち
禦
孫
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
確
証
は
な
い
.
む
し
ろ
『
竪
巴
と
『
左
俸
』
と
を
矛
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盾
な
く
緒
び
つ
け
よ
う
と
の
考
え
か
ら
発
す
る
こ
じ
つ
け
の
感
が
強
い
。

本
伝
で
は
,
「
賓
」
に
つ
い
て
の
夏
博
不
弗
の
諌
言
を
「
公
不
撃
で
結
び
へ
「
又
丹
其
父
桓
公
廟
官
之
楓
へ
・
・
・
-
以
至
及
妻
'
」
と
続
け
て
い
る
。
事
の

時
間
的
経
過
か
ら
云
え
ば
'
『
国
語
」
や
『
左
侍
』
の
様
に
へ
「
丹
楓
・
刻
桶
」
の
次
に
「
驚
」
の
こ
と
が
叙
述
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
'
前
注
④
で
も

指
摘
し
た
如
く
へ
諌
言
者
が
『
国
語
』
で
は
匠
師
慶
・
夏
父
展
で
あ
と
『
左
俸
』
で
は
両
方
と
も
禦
孫
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
食
い
違
い
を
撃
見

る
に
窮
し
た
著
者
は
'
「
驚
」
の
こ
と
を
主
に
し
て
取
り
あ
げ
て
諌
l
一
1
一
署
と
し
て
は
夏
甫
不
忌
(
恐
ら
-
は
夏
甫
展
の
誤
り
。
前
注
③
)
を
選
び
へ
「
丹
楓

・
刻
柄
」
の
諌
言
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
'
「
き
の
こ
と
の
後
に
「
又
云
々
」
と
付
加
す
る
か
た
ち
に
ま
と
埼
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
注
④
で
紹
介
し
た
徐

氏
説
に
は
従
い
難
い
。

「
丹
樋
」
に
つ
い
て
へ
『
穀
梁
俸
』
荘
公
二
十
三
年
に
'
「
礼
へ
天
子
諸
侯
劫
重
へ
大
夫
倉
'
士
輿
丹
柾
へ
非
礼
也
'
」
と
あ
る
。
ま
た
へ
同
二
十
四

年
に
は
「
刻
栴
」
に
つ
い
て
へ
「
礼
へ
天
子
之
桶
'
新
之
へ
墾
之
へ
加
密
石
蔦
へ
諸
侯
之
栴
'
新
之
'
聾
之
へ
大
夫
新
之
へ
士
新
本
'
刻
桶
非
正
也
へ
夫

人
所
以
崇
宗
廟
也
,
取
非
礼
与
非
正
而
加
之
於
宗
廟
、
以
飾
夫
人
非
正
也
'
」
と
あ
る
。
『
国
語
』
晋
語
八
の
「
週
文
子
為
室
」
の
項
に
'
「
天
子
之
室
へ
新

其
橡
而
尋
之
,
加
密
石
蔦
へ
諸
侯
墾
之
へ
大
夫
斬
之
へ
士
首
之
へ
備
其
物
義
也
へ
」
と
あ
る
。
こ
の
葦
注
に
'
「
橡
棟
也
」
と
云
い
'
董
増
齢
『
堅
閑
正
義
』

は
,
『
文
選
』
の
「
魯
璽
光
殿
賦
」
の
張
載
注
の
「
棒
亦
橡
也
へ
有
三
名
へ
　
1
日
橡
.
1
首
桶
へ
一
l
首
棟
へ
」
を
引
-
。
ま
た
『
経
典
揮
文
』
巻
二
十
二
に

は
'
「
桶
」
に
つ
い
て
へ
「
音
角
へ
梼
也
へ
方
日
柄
へ
円
日
橡
」
と
あ
る
。

⑥
『
史
記
』
魯
世
家
に
,
「
荘
公
有
三
弟
へ
長
日
慶
父
'
次
日
叔
牙
へ
次
日
季
友
へ
」
と
あ
る
。
『
公
羊
俸
』
荘
公
二
十
七
年
に
は
'
「
公
子
慶
父
・
公
子
牙
・

公
子
友
,
皆
荘
公
之
母
弟
也
,
公
子
慶
父
・
公
子
牙
通
乎
夫
人
'
以
脅
公
へ
」
と
あ
る
。
『
史
記
』
は
『
公
羊
停
』
に
依
り
'
「
列
女
俸
』
も
や
は
り
『
公

羊
俸
』
に
依
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
荘
公
と
そ
の
兄
弟
達
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
異
説
が
存
す
る
。
『
春
秋
経
』
荘
公
二
年
の
「
夏
へ
公
子
慶

父
帥
師
伐
於
飴
立
,
」
の
杜
預
の
注
に
依
れ
ば
'
「
荘
公
時
年
十
五
へ
則
慶
父
荘
公
庶
兄
」
と
あ
る
。
荘
公
が
桓
公
六
年
に
生
ま
れ
て
い
る
か
ら
へ
荘
公
二

年
に
荘
公
は
十
五
才
で
あ
り
'
慶
父
が
も
し
荘
公
の
弟
と
す
れ
ば
'
師
を
帥
い
る
に
は
幼
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
杜
注
は
こ
う
考
え
た
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
荘
公
三
十
二
年
『
左
俸
』
の
「
公
疾
,
問
後
於
叔
牙
へ
対
日
へ
慶
父
材
へ
問
於
季
友
へ
対
日
'
臣
以
死
奉
般
」
に
お
け
る
杜
注
は
叔
牙
が
慶
父
を
推
す

理
由
を
「
蓋
欲
進
其
同
母
兄
」
と
し
へ
季
友
が
般
里
芋
よ
う
と
す
る
理
由
を
'
「
季
友
荘
公
母
弟
'
故
欲
立
般
'
」
と
し
て
い
る
。
杜
預
は
'
慶
父
・
叔

牙
は
同
母
兄
弟
,
荘
公
・
季
友
が
同
母
兄
弟
で
あ
る
と
考
え
へ
ま
た
こ
の
関
係
が
魯
の
王
位
継
承
紛
争
の
底
流
に
在
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す

れ
ば
,
『
公
羊
侍
』
・
『
列
女
停
』
の
立
場
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
即
ち
.
『
公
羊
俸
』
荘
公
三
十
二
年
に
は
'
「
荘
公
病
将
死
へ
以
病
召
季
子
へ
-

-
日
,
寡
人
即
不
起
此
病
,
吾
将
蔦
致
乎
魯
国
へ
季
子
日
へ
般
也
存
'
君
何
憂
蔦
へ
公
日
へ
-
・
・
・
牙
謂
我
日
へ
魯
妄
1
及
'
君
E
]
知
之
臭
'
慶
父
也

存
,
」
と
あ
る
。
『
公
羊
俸
』
に
依
れ
ば
'
慶
父
・
叔
牙
'
荘
公
・
季
子
・
般
の
対
立
の
底
流
に
二
鹿
妻
の
存
在
が
深
-
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
し
'
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『
左
俸
』
な
い
し
杜
注
に
依
れ
ば
'
哀
妻
と
慶
父
と
の
普
通
が
継
位
争
い
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
ぬ
ま
で
も
'
叔
牙
と
哀
妻
と
の
程
遠
に

は
ふ
れ
ず
'
血
縁
の
濃
淡
が
こ
れ
と
同
等
以
上
に
事
の
成
り
行
き
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
史
記
』
　
魯
世

家
は
恐
ら
-
『
公
羊
俸
』
の
立
場
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
へ
叔
牙
と
哀
妻
と
の
普
通
に
言
及
は
し
な
い
が
'
慶
父
と
哀
妻
と
の
経
過
は
荘
公
生
前

よ
り
続
け
ら
れ
て
い
る
と
の
解
釈
を
明
確
に
L
へ
「
先
時
へ
慶
父
与
哀
妾
私
通
へ
欲
立
哀
妻
妹
子
閑
へ
及
荘
公
卒
へ
而
季
友
立
般
'
　
慶
父
寛
立
荘
公
子

開
'
是
為
潜
公
へ
滑
公
二
年
へ
慶
父
与
哀
妻
通
益
甚
、
」
と
記
載
す
る
。
こ
れ
に
対
し
『
史
記
脅
注
考
謹
』
引
中
井
積
徳
は
'
「
擦
左
侍
へ
慶
父
之
私
通
'

蓋
在
荘
公
卒
之
後
へ
　
史
記
似
矢
へ
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
『
公
羊
俸
』
の
見
解
を
是
と
す
る
な
ら
へ
　
荘
公
生
前
か
ら
普
通
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
る

『
史
記
』
の
見
方
を
否
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
杜
預
の
考
え
に
も
一
理
あ
る
が
'
『
公
羊
義
疏
』
巻
十
七
は
'
「
慶
父
年
幼
将
兵
へ
本
不
必

実
有
統
軍
之
能
へ
虚
仮
其
名
'
以
為
統
帥
へ
当
時
自
必
有
撫
軍
之
人
へ
」
と
し
へ
ま
た
「
慶
父
如
果
荘
公
之
兄
へ
　
則
庶
長
称
孟
可
臭
へ
　
何
必
又
字
共
仲
へ

後
牡
子
孫
称
仲
孫
氏
へ
経
皆
書
仲
へ
其
為
荘
公
之
弟
明
臭
'
・
・
-
・
努
氏
召
南
考
琴
H
r
何
体
謂
是
公
弟
、
以
荘
三
十
二
年
俸
叔
牙
日
へ
魯
1
生
l
及
'
慶

父
也
存
'
是
慶
父
為
弟
之
明
澄
也
へ
」
と
述
べ
て
い
る
。
か
-
見
て
来
る
と
'
い
ず
れ
が
史
実
に
近
い
と
に
わ
か
に
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
今
云
え
る
こ
と
は
'
『
列
女
俸
』
は
『
公
羊
停
』
の
見
解
に
従
っ
て
こ
の
伝
を
ま
と
め
た
で
あ
ろ
う
と
云
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

⑦
「
四
部
叢
刊
」
本
で
は
「
荘
公
亮
」
と
な
っ
て
い
る
が
「
王
住
」
・
「
発
注
」
・
「
粛
注
」
・
「
文
選
榎
叢
書
」
本
で
は
「
公
売
」
に
作
る
。
『
左
俸
』
荘
公
三
十

二
年
に
依
れ
ば
'
子
般
ほ
荘
公
と
孟
女
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
。
『
史
記
』
で
は
「
子
斑
」
に
作
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
件
の
記
述
は
『
左
停
』

や
『
史
記
』
に
詳
し
い
。

⑧
こ
の
辺
り
の
事
件
の
経
過
や
人
間
関
係
に
つ
い
て
は
『
左
俸
』
閲
公
二
年
や
『
史
記
』
魯
世
家
が
詳
し
い
。
『
列
女
俸
』
で
は
簡
略
に
過
ぎ
て
'
物
語
へ
の

興
味
が
そ
が
れ
る
。

⑨
「
賓
桓
公
」
以
下
『
史
記
』
の
記
載
に
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
「
敢
而
穀
之
」
は
『
列
女
侍
』
の
み
が
こ
う
記
し
て
い
る
.
『
左
俸
』
閲
公
二
年
に
は
'
「
帝

人
取
而
瀞
之
干
夷
へ
以
其
戸
帰
」
と
し
、
同
債
公
元
年
に
は
「
君
子
以
斉
人
之
墾
及
妻
也
為
己
甚
臭
へ
女
子
従
入
着
也
へ
」
と
あ
る
。
『
公
羊
博
』
の
同
年

に
は
'
「
桓
公
召
而
綻
瀞
之
へ
」
と
あ
る
。

⑲
『
左
停
』
閲
公
二
年
で
は
'
「
乃
駐
」
と
L
T
『
史
記
』
で
は
'
「
乃
自
穀
」
と
記
す
。
『
列
女
俸
』
で
は
'
哀
妻
の
死
を
慶
父
の
前
に
記
し
て
い
た
が
'
『
左

俸
』
・
『
史
記
』
と
も
に
'
慶
父
の
死
が
先
で
あ
る
。

㊥
『
毛
詩
』
王
風
・
中
谷
有
蕗
に
'
「
醍
其
泣
臭
へ
畷
其
泣
臭
'
何
嵯
及
臭
う
」
と
あ
る
O
『
韓
詩
外
侍
』
二
・
『
説
苑
』
建
本
篇
な
ど
に
も
こ
の
詩
を
建
い
て

「
何
嵯
及
臭
」
に
作
る
が
'
『
詩
三
家
義
集
疏
』
巻
四
は
'
胡
承
洪
の
説
を
引
い
て
'
「
何
及
」
の
二
字
が
連
な
っ
て
意
味
を
持
つ
か
ら
へ
「
何
嵯
」
と
す
る

の
は
伝
写
者
の
誤
倒
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
中
国
哲
学
助
教
授
)
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seems too long.

In addition, from the semantic point of view I propose that, as well

as the well-formed tag-question already mentioned, a question attached to

a preceding statement such as '..., era:; (..., right? etc.)' should also be

recognized as a kind of tag-question having the function of a confirmative

or sympathetic question. These expressions are of course very colloquial

and used among people on intimate terms. Although English Grammar

might not admit them as tag-questions, I propose to call them incompletely-

formed tag-questions.

Notes and Commentary on 'Nie-bi-chuan (r|£f§l?|J)'

in Lieh-nii-chiian (r^U^C^J). H-

Takao SHIMOMI

Liu Hsiang (§IJ|d] 79-8 B.C.) was a scholar towards the close of the

Han dynasty. He is highly reputed to have arranged and classified ancient

writings of China from his own viewpoint, and elucidated the nature and

value of individual works. Among a number of his characteristic writings

is Lieh-nii-chuan C^liC^L), which is valued as the first biography of

womenin China. He first classified woman's ways of life into seven pat-

terns, and then culled relevant biographies chiefly from Chun-chiu tso-shih-

chuan (r^ft&SilSASJ) anc^ Shih-chi (TfiifBj), arranging them in chrono-

logical order. The present article forms the first part of notes and com-

mentary on 'Nie-bi-chuan (f^'iffSJ)', which collects the lives of those

women who ruined both their families and nation by their way of life

surpassing that of men.

tosho-seibi-repo
長方形




